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局別要望 

＜市長公室＞ 

（１）広報について、単なる情報提供ではなく、行政と住民との信頼関係を醸成する「まち

づくり型広報」を目指し、広報を通じた課題、ビジョンの共有を行うこと。また、効果的な

広報活動のサイクルを確立するため、広報の効果検証を行うこと。 

（回答）広報課 
専門家による情報発信研修などを通じ、職員の情報発信意識の向上を図り、単なる情報提

供でなく、各事業がめざすビジョンや課題を市民と共有する広報を推進してまいります。ま

た、定期的に市民アンケートや、専門家へのヒアリング等による広報の効果検証をした上で、

媒体の活用方法の見直しを図るなど、効果的な広報活動のサイクルを確立してまいります。 
・広報事業（広報研修等業務） １２０千円 

 
重点項目 

（２）市民との窓口ともいえるホームページについて、さらなるファインダビリティの向上

に努めるとともに、AI チャットボットを活用して市民が利用しやすくなるように工夫する

こと。また生成系 AI の活用にあたっては、正確な情報がアウトプットされるよう工夫をす

ること。 

（回答）広報課 
 市公式ホームページについては、令和５年度にトップページのレイアウト・デザイン変更

やＡＩチャットボットの導入を行い、検索性向上を図っているところです。令和６年度も、

引き続き、市民や専門家等への調査を踏まえ、掲載情報の見直し等、更なる改善に取り組ん

でまいります。 
 また、生成系ＡＩの導入については、最新のＡＩ技術の動向や他自治体の導入状況等に注

視しながら導入の検討をしてまいります。 
  ・広報事業（ＡＩチャットボット等業務） ２，３１０千円 
 
（３）広聴機能強化のため、検索ワードなどのビッグデータを活用して、住民ニーズの把握

に努めること。また、広報と連携し、住民ニーズに基づいた情報を発信するサイクルを確立

すること。 

（回答）広報課、広聴課、デジタル改革推進部 
ビッグデータを活用した住民ニーズの把握については、引き続き、調査・研究してまいり

ます。 
また、住民ニーズに基づいた情報発信とのサイクルについては、コールセンターへの問い

合わせの傾向や、ホームページのアクセス状況等を活用して連携を図っているところですが、

今後、さらに強化に努めてまいります。 
・広聴事業  １５，５５４千円 

 
重点項目 

（４）こども基本法の基本理念に基づき、こども政策等にこどもの意見が反映される仕組み

や、こどもの意見表明の機会創出について、国内外の事例を参考に「こども・若者議会」の

設置も含めて、検討すること。 

（回答）広聴課 
 子どもの提案、タウンミーティングなどの各種広聴事業を通じて、引き続き、子どもや若

者の声を聴取してまいります。 
  ・広聴事業 １５，５５４千円 
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（回答）子ども政策課 
 子どもや若者の意見を様々な施策に反映し、その実現を図る仕組みであると同時に、社会

参画意識の向上にもつながる取組であると考えられるため、令和５年８月に設置した庁内会

議「こどもまんなか・少子化対策会議」等において、検討してまいります。 
 
（回答）指導１課 
 小・中学生の市議会の議場等見学を実施することにより、児童生徒が社会づくりに向かう

参画意識の涵養を図ってまいります。 
 
＜都市戦略本部＞ 

（５）地下鉄 7号線延伸に向け、早期に鉄道事業者による国への事業認可の申請ができるよ

うに必要な環境整備を図ること。 

（回答）未来都市推進部 
 地下鉄７号線の延伸については、令和５年度に鉄道事業者に技術支援を要請し、鉄道事業

者の協力、支援のもと、速達性向上計画素案を作成することで、その後の速やかな事業実施

要請、鉄道事業者による国への事業認可申請を目指します。 
 また、浦和美園～岩槻地域成長・発展プランに基づき、定住人口及び交流人口の増加を図

ります。 
  ・地下鉄７号線延伸促進事業 １２５，３５４千円 
  ・浦和美園・岩槻地域間成長発展事業 １９，３５４千円 
 
（６）さらなる行政の DX を進め、自律的に事務の効率化を推進できる人材の育成と体制を

構築すること。また情報漏洩防止のため厳格なシステム運用のルールと職員教育を徹底する

こと。（総務局） 

（回答）デジタル改革推進部 
 現在市で持っているツールを最大限活用できるよう職員研修や情報発信を行い、本年度か

ら設置しておりますＤＸ推進アドバイザーの知見を取り入れるなど、自律的に業務効率化が

できる体制を構築してまいります。 
 情報漏洩防止については、さいたま市情報セキュリティポリシーの遵守、各所管課で所有

するシステムの運用及び、委託業者における情報管理手法等を職員研修等を通して徹底しま

す。 
  ・情報システム最適化事業（一部） ６７６千円 
 
重点項目 

（７）市への提出書類の簡素化を求める要望が事業者団体より数多く寄せられている。事業

者の生産性向上を後押しする観点から「行政手続コスト」削減に向け、全庁的な提出書類の

簡素化、および電子化を推進すること。 

（回答）デジタル改革推進部 
 提出書類の簡素化については、令和７年度までに原則すべての手続をオンライン化するこ

とを目標としており、令和４年３月に「窓口手続のオンライン化導入方針」を策定しました。

オンライン化にあたっては、入力項目や添付書類について、行政機関間の情報連携により代

替できないかなど、その必要性の精査を行うこととしており、引き続き、提出書類の簡素化

に努めてまいります。 
  ・情報システム最適化事業（一部） ９，５６６千円 
  ・情報インフラ等環境整備推進事業（一部） １，６７０千円 
  ・情報システム整備・運用管理事業（一部） １１，６４２千円 
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（８）公共施設の更新・再編成に向け計画の実効性を高めるため、推進体制と人員体制の強

化を図ること。また、公共施設の半分を占める学校施設の改築に合わせて、個別計画の推進

が図られるよう教育委員会とより緊密な連携を図ること。 

（回答）人事課 
 簡素で効率的な組織体制の整備を進め、限りある人材が最大限能力を発揮できるよう、業

務量に応じた適正な人事配置を進めるとともに、定員管理計画に基づき、必要な職員数を確

保してまいります。 
 
（回答）資産経営課  
 将来を見据え、例えば、現在の事前協議の枠組みを基に、当該エリアのまちづくりの方向

性や学校施設を始めとする公共施設の配置状況等も踏まえながら、地域の実情に応じて、総

合的に検討するといった仕組みや体制を構築できるよう、検討を進めてまいりたいと考えて

おります。 
  ・公共施設マネジメント推進事業 ７，９９１千円 
  ・公共施設マネジメント基金積立金 １，９９１千円 
 
（９）生成型 AI を導入し、行政事務の効率化や市民サービスの向上に努めること。また、

導入にあたっては、「機密データの扱い」と活用範囲を定める「ポリシーの策定」を行うこ

と。 

（回答）デジタル改革推進部 
 生成型ＡＩについては、令和５年１１月より庁内の事務について職員利用を開始いたしま

した。併せて、機密データの入力を禁止とする等、利用にあたってのルールを定めたガイド

ラインを整備し、生成型ＡＩを利用する前にはこの内容に関する研修の受講を義務付けてお

ります。 
 
＜総務局＞ 

（１０）大規模災害における５G 通信および４K カメラを搭載したドローンの活用について

は、映像情報の共有だけでなく、AI によるデータ解析技術を活用した被災状況の分析、およ

び市民への情報提供にも活用できるようにすること。（都市局・建設局・消防局） 

（回答）警防課、防災課  
大規模災害時には、４Ｋカメラを搭載したドローンを活用して被災状況等の把握を行い、

撮影した映像情報は警防本部情報システムを介してリアルタイムに関係部署と共有する体

制を構築するとともに、オルソ画像による大規模災害発生時における被害状況の分析を関係

機関とともに取り組んでいるものです。 
また、本市内で大規模な災害が発生した場合に、ドローンやドローンへの非常用電源とし

ての電気自動車を活用できるよう、民間事業者と協定を締結しています。本協定によりドロ

ーンを用いた情報収集及び調査について協力活動を要請し、市内の被災状況等を迅速に把握

できるよう努めてまいります。 
今後も、市内の被災状況を迅速かつ詳細に把握できるよう取り組んでまいります。 

  ・警防業務推進事業 ５７，４６５千円の内数 
 
（１１）災害時の情報発信について、広報と連携を密にし、SNS も含めた様々なメディアを

活用して、より効果的に発信すること。（市長公室） 

（回答）危機管理課、防災課、広報課 
 災害時の情報発信については、ＳＮＳや市公式ホームページのほか、防災行政無線や防災

アプリ等様々なメディアを活用し、迅速かつ円滑な発信を心がけております。また、テレビ、
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ラジオなどのマスメディアも活用して、効果的に市民に情報を届けられるよう努めておりま

す。 
 今後も、関係部局で連携を図りながら、効果的な情報発信を行ってまいります。 
  ・防災対策事業（防災アプリ運用保守業務） ４，５８５千円 
  ・防災対策事業（防災行政無線整備事業） ８４，７７１千円 
 
重点項目 

（１２）防災力強化のため、市民や自主防災組織をはじめ、市内外の関係団体との情報収集・

伝達・啓発の機能を充実させること。 

①ハザードマップの確認や、マイタイムラインの作成方法など、防災アプリの効果的な活用

について市民理解を深め、利用促進を図ること。 

（回答）防災課 
 ハザードマップについては、区役所等の市内公共施設において配布を行うほか、市ホーム

ページにおいて、ＰＤＦ形式での提供や、住所等で当該地の災害リスク情報を詳細に確認す

ることができる「さいたま市防災まちづくり情報マップ」にて配信をしております。 
 また、令和４年度より運用を開始している防災アプリにおいても、ハザードマップを地図

に重ね合わせて見ることができる機能を搭載いたしました。 
 今後も継続して、各種手段を活用して、ハザードマップによる危険地域の周知徹底を図っ

てまいります。 
  ・防災対策事業（防災アプリ運用保守業務） ４，５８５千円 
 
②自助強化のための家具等固定支援制度、および止水板購入補助制度を創設すること。（建

設局） 

（回答）防災課 
 埼玉県が実施している、家具類固定の相談及び見積り（無償）、施工（有償）を安心して

依頼できる業者を公表している「家具固定サポーター登録制度」について、周知してまいり

ます。  
 また、市の取り組みとしては、令和２年に全戸配布させていただきました防災ガイドブッ

クへの掲載や出前講座の実施により、広く周知を行っております。  
 
（回答）下水道計画課 
 止水板については、自助の取組であるととらえているところです。補助制度の創設につい

ては、助成対象区域や対象家屋の設定、止水板の適正な管理の確認などの課題が多いことか

ら、導入した先進都市の事例を調査研究してまいります。 
 
③防災アドバイザーを育成し、自主防災組織に配置・派遣できる体制を構築すること。 

（回答）防災課 
 防災アドバイザーを自主防災組織等に派遣し、地区防災計画策定支援や、マイ・タイムラ

イン策定支援等の防災知識の普及、意識啓発の防災活動を行う体制を設けております。 
防災アドバイザーの登録人数や目的から、自主防災組織への配置は想定しておりませんが、

今後も地域防災の牽引役である防災アドバイザーの育成を進めてまいります。 
 
重点項目 

（１３）激甚化する災害に備え、市民が安心して避難できるよう、避難所と避難計画の充実

を図ること。 
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①避難所における着替えや授乳スペースの確保など、女性の視点を活かした防災対策を拡充

すること。 

（回答）防災課 
 各避難所の防災倉庫に乳幼児用のおむつ、粉ミルク及び生理用品を備蓄しています。また、

お湯を沸かすことが出来ない状況下で粉ミルクを使用することが出来ない場合には、液体ミ

ルクを使用することとしており、拠点備蓄倉庫に必要数を確保し、各避難所の状況に応じて

配備できるようにしています。 
 また、各避難所における避難所運営委員会にて、着替えや授乳スペースを施設のどこに設

けるか協議を行っているほか、避難所運営マニュアル及びその別冊において、男女のニーズ

の違いへの配慮や男女共同参画の視点からの防災対策について盛り込んでおります。 
  ・防災対策事業（災害用備蓄品） ４８，９５４千円の内数 
 
②災害弱者となる重度障がい者や妊産婦など要配慮者を受け入れる施設（福祉避難所、母子

避難所）の確保、および介護士や助産師など人員の手配に努めること。 

（回答）防災課、福祉総務課、保健衛生総務課 
 要配慮者の受入れについては、災害発生時、小中学校等の一般の指定避難所、または、要

配慮者優先避難所である公民館等へ避難していただき、生活に著しく支障をきたす方で、福

祉避難所への移送が適当と判断された方から、受入れが可能となった福祉避難所へ順次移動

していただくこととしております。 
 福祉避難所については、令和５年４月１日現在、災害対策基本法に基づく指定避難所であ

る福祉避難所として、市有施設７箇所を指定しているほか、協定に基づき民間の社会福祉施

設９４施設を福祉避難所としております。  
 発災直後は通常の避難所での受け入れが必要となることから、簡易ベッドの備蓄を行って

いるほか、要配慮者向けの食料や液体ミルクなどの備蓄を進めております。引き続き、福祉

避難所の実効性確保のための訓練の実施を進めるとともに、要配慮者向け備蓄の充実に努め

てまいります。 
  母子救護所の設置については、健康に問題のない乳幼児や妊産婦に関しては、家族単位で

の避難生活等も考慮し、まずは居住地域の避難所へ避難していただくこととしており、現時

点では設置は難しいものと考えております。しかしながら、乳幼児や妊産婦が多くの避難者

とともに避難所生活を送ることは負担となることが想定されるため、保健師の派遣や必要に

応じて県の助産師会へ派遣要請等を行い、専門的な知見も取り入れながら被災者の方が安心

して避難所生活を送ることが可能となるよう対応してまいります。 
  ・防災対策事業（災害用備蓄品） ４８，９５４千円の内数  
 
③新興再興感染症等における避難スペースの確保策を早急に検討すること。具体的には、公

共施設や民間の宿泊施設も含めた災害別、要配慮者別の多様な避難所を確保すること。 

（回答）防災課 
 ３密を避けた避難所運営を行うため、全ての指定避難所において、通常使用しない部屋等

にも避難者を受け入れることとしております。 
 また、今後新興感染症が流行し、避難スペースが不足することが想定される場合において

は、必要に応じて二次避難所を開設して対応することとしております。 
 民間の宿泊施設の活用については、発災時に宿泊者がいる場合の取扱い等に課題がありま

すが、埼玉県におけるホテル旅館生活衛生同業組合との災害時の宿泊施設の提供に基づき柔

軟に対応してまいります。今後も民間の施設も含め、避難スペースの確保に努めてまいりま

す。 
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（１４）災害が長期化する場合には、ペットを飼育する市民が危険な自宅に帰ったり、車内

で過ごすなど、生命の危険にさらされることから、ペットと同伴避難できる避難場所を確保

すること。 

（回答）防災課、動物愛護ふれあいセンター 
 ペットとの同伴避難所の確保については、ペットの健康面及び安全面に適した施設の選

定・確保など様々な課題があるため、他の自治体の先進事例を調査してまいります。また、

飼い主に対して、避難生活の長期化に備えあらかじめペットに適した預け先を確保しておく

など、関係部局と連携のうえ、防災訓練の機会なども活用し、周知啓発に取り組んでまいり

ます。 
 
（１５）各区に福祉トイレカーを常備し、平時にはイベント等で、災害時には避難所で活用

できるようにすること 

（回答）防災課 
 福祉トイレカーにつきましては、平時における保管場所の確保や維持管理が必要となるな

ど課題もあることから、今後も他の自治体の事例等も調査しながら、災害時の適切なトイレ

の確保に努めてまいります。 
 現在本市では、各避難所に排便袋や組立て式トイレを備蓄するほか、マンホール型トイレ

を整備しており、想定避難者の３日分以上のトイレを確保しているところでございます。さ

らに、避難所生活の長期化によりトイレが不足する場合には、協定締結事業者等に対し仮設

トイレの提供を要請するなど、必要な数量及び衛生的なトイレの確保に努めることとしてい

るところでございます。 
 
（回答）障害福祉課 
 本市が開催するイベント等におきましては、ノーマライゼーション条例の理念に基づき、

会場に設置されている既存の多目的トイレを御利用いただくほか、バリアフリー対応の仮設

トイレを会場に設置する等、各イベントの所管課が、障害者等にできる限り配慮するよう努

めているものと認識しております。 
「福祉トイレカー」の導入につきましては、費用対効果等の課題があることから、現時点で

の導入は考えておりませんが、引き続き他の自治体の事例等を調査しながら、障害者や高齢

者が安心して外出できる環境づくりについて研究してまいります。 
 
（１６）大規模災害時、ライフラインの途絶に備え、LP ガスによる GHP（ガスヒートポン

プ）、災害バルクの導入や、公用車の EV や FCV を活用した充電ステーションの設置など、

多様な手段による電力の確保ができるよう、計画的にエネルギーのベストミックスを進める

こと。（財政局、環境局、教育委員会） 

（回答）防災課  
大規模災害時のライフラインの途絶への備えについては、市立小中学校等の避難所に整備

している太陽光発電・蓄電池システムを活用すると共に、全避難所に非常用燃料を用いて使

用する発動発電機の配備を行っています。また、民間事業者との協定により、医療救護所で

の非常用電源として電気自動車等を活用することとしています。今後も大規模災害時におけ

るライフラインの早期復旧が図れるよう、エネルギー事業関係機関との連携を進めてまいり

ます。 
 
（回答）学校施設整備課 
 エネルギーのベストミックスについては、「学校施設リフレッシュ基本計画」に基づく工

事の際に、給食室の一部厨房設備のＬＰガス用機器への更新等を行い、また、中学校の体育
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館へのエアコン設置工事の際に、個別の学校の状況を踏まえたうえで、ＬＰガスを利用した

ＧＨＰの導入を行うことで、エネルギーのベストミックスの実現に努めてまいります。 
  ・小学校施設等整備事業（学校施設リフレッシュ推進事業） 

 ７，００８，８２８千円の内数 
  ・中学校施設等整備事業（学校施設リフレッシュ推進事業） 

 ３，１５１，７９６千円の内数 
  ・中学校施設等整備事業（市立中学校の体育館への空調機整備） 

 １，４７４，０５６千円の内数 
 
（１７）許認可権や行政指導権限を有する行政の信頼の源泉である専門性の向上や、多様化

する行政ニーズへの対応を可能とするため、弁護士などの専門性を持った職員を確保できる

よう、職員採用や人事制度、人材育成のあり方について一層の工夫を講じること。特に競争

の激しい情報分野の人材については、技術職採用に情報分野を追加するなど人材獲得に努め

ること。 

（回答）人事課、人材育成課、任用調査課 
 本市の将来を担う優秀な人材を確保するために、高い競争性を保てるよう十分な受験者数

を確保するとともに、人物重視の採用試験を実施し、優秀な人材の確保に努めてまいります。 
 また、本市を取り巻く環境の変化を踏まえ、複雑、多様化する行政の需要に対応すること

が喫緊の課題と認識しています。こうした課題を解決するため、弁護士資格を有する者や情

報分野の人材の必要性を把握し、必要性が認められた場合は、専門職の採用について検討す

るとともに、「さいたま市職員・組織成長ビジョン」に基づく人材育成の取組等を実施して

まいります。 
・職員採用試験事業 １５，４１９千円 

 
（１８）男女共同参画を推進するため、男性の育休取得の更なる推進に取り組むこと。対象

となる男性職員に対しては、事前に所属長と業務調整を行い取得しやすくすること。 

（回答）人事課 
 男性職員の育児休業取得率については、令和２年度３６．９％、令和３年度４０．５％、

令和４年度６１．８％となり毎年度上昇しています。引き続き、「さいたま市職員の子育て

おもいやり・女性活躍推進プラン」に基づき、子育て支援制度の周知等を通じ計画的な取得

率向上に取り組んでまいります。また、休暇や業務の事前相談については、「子育て・介護

おもいやりレポート」を活用するよう引き続き周知してまいります。 
 
（１９）障がい者の法定雇用率の引き上げにともない本市および教育委員会、関連法人等の

障がい者の雇用状況を常に把握するとともに、ステップアップオフィスを各区に設置し、精

神障がい者も含めた新たな雇用の創出に取り組むこと。 

（回答）人事課、行財政改革推進部 
 障害者の雇用状況については、職員から提出される障害者手帳等の写しにより、毎年の雇

用率を把握するとともに、本人から障害による合理的配慮の求めがあった場合、可能な限り

配慮を行っております。 
 雇用の場の創出については、身体障害者のみに限定していた正規職員の採用選考について、

令和元年度より知的障害や精神障害をお持ちの方についても受験対象として拡大しており

ます。今後も拡大予定の「さいたまステップアップオフィス」も含め、障害者を積極的に雇

用してまいります。 
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 また、関連法人（外郭団体）についても、障害者雇用率の把握に努めるとともに、積極的

な雇用が図られるよう必要な指導・助言を行っております。 
  ・職員人件費（職員課）（人事管理事務事業） ５８，３５８千円 
 
＜財政局＞ 

（２０）急激な物価高騰などから市民を守るため、子育て世帯や低所得世帯への支援を柔軟

に行えるよう、十分な予算確保に努めること。 

（回答）財政課 
総合振興計画を着実に推進し、選ばれる都市として、市の新時代へのシンカに向け、誰一

人取り残さない持続可能な地域社会の実現に取り組むとともに、物価高や自然災害への対応

については、市民の命や生活を守ることを最優先として、引き続き必要な行政サービスを確

保できるよう適切な財政運営に努めてまいります。 
 
（２１）個人版ふるさと納税の受け入れ額の拡大へ、さいたま市らしい魅力ある特産品の発

掘・拡充と観光など新たなメニューの拡大を図ること。共同窓口やマスコットキャラの活用

など、埼玉県との連携も強化すること。 

（回答）財政課 
 引き続き、本市の魅力発信の強化、地域産業の活性化や交流人口の増加につながるような

返礼品の発掘や拡充に努めてまいります。また、埼玉県と共同した寄附募集については、他

団体の動向を研究してまいります。 
  ・個人版ふるさと納税事業 ３８６,４７３千円の内数 
 
（２２）滞納者からの相談にあたっては、ICT を活用した相談内容の正確な記録を行い、丁

寧な対応に努めること。 

（回答）収納対策課 
 相談内容の録音や録画については、メリットとして、言った、言わないなどの問題を防ぐ

ことや、滞納者からの不条理なクレーム・暴言を抑止する効果があると考えております。一

方で、録音をすることで、滞納者の言葉数が少なくなる等、収入・生活状況といった必要な

情報が聞き出しづらくなることも想定されることや、窓口での相談、電話での相談全てを実

施するか、個人情報保護、行政情報開示請求、保存方法や保存期間等、課題も多くあるとこ

ろであり、現状では各担当者が、納税者との相談内容を、明瞭かつ正確に税端末システムに

記録を残し、丁寧な対応に努めています。 
 
重点項目 

（２３）学校を含む公共施設の空調設備等の適切な維持・更新に向け、省エネ化の観点も踏

まえて、市民利用に不具合が生じないよう必要な予算をタイムリーに確保すること。また、

建物の修繕計画とは別に設備の更新計画を策定すること。（教育委員会） 

（回答）資産経営課 
公共施設の整備については、個別の施設や設備の修繕、更新について、概ね２０年ごとに

行う中規模修繕や大規模改修などの予防保全のタイミングで、建物の長寿命化とともに行っ

ております。 
設備の劣化、不具合等によって予防保全のタイミングまで待てないものについては、毎年

度予算編成過程で各局で劣化度、緊急性等の観点で優先順位をつけた上で、総合的に判断し、

随時更新等を行っているところです。 
  ・公共施設マネジメント推進事業 ７，９９１千円 
  ・公共施設マネジメント基金積立金 １，９９１千円 
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（２４）未活用公有財産の利活用を推進し、「自主財源の確保」、「維持管理コストの縮減」、

「市民サービスの向上」に努めること。 

（回答）資産経営課 
 未活用公有財産の利活用については、自主財源の確保につなげるため、維持管理コストの

縮減や市民サービスの向上にも努めながら、貸付けや売却といった活用を積極的に推進して

まいります。 
  ・公有財産管理事業（未利用地有効活用推進事業） ８，２５２千円 
 
（２５）市内経済の活性化、市内企業の育成・定着支援に向けて本市発注の事業について元

請けのみならず下請けでの参入を支援・誘導する制度を大幅に拡充すること。 

（回答）契約課 
 下請けでの参入の支援等については、さいたま市建設工事請負契約基準約款において、市

内本店業者から選定するよう努めなければならないという努力義務規定を設けております。

また、総合評価方式では、下請を市内業者から選定する場合に加点する評価項目を導入して

おります。 
 市内業者の受注機会の拡大は、市内経済の活性化を生み出すものであり、今後も、下請等

を含めた市内業者の受注機会の拡大に努めてまいります。 
 
（２６）一抜け方式の拡充や大型工事の分割、特に造園業種の分離発注など、地元企業の受

注機会を拡大すること 

（回答）契約課 
 一抜け方式については、地元企業の受注機会の均衡化などを目的とし、同業種・同規模工

事を対象として、一抜け方式による発注を採用してきました。 
 また、大型工事や造園工事を含め、本市発注の建設工事につきましては、これまでも地元

企業の育成の観点から、入札参加機会の均衡・拡大につながるよう適正分離・分割発注に努

めてきました。 
 今後も、地元企業の受注機会の確保のため、品質の確保、経済性合理性や公正性等につい

て、総合的に勘案しながら、より一層の適切な建設工事の発注に努めてまいります。 
 
（２７）優良施工業者を育成するため、総合評価方式の実施をさらにすすめること。 

（回答）契約課 
 総合評価方式による発注については、工事発注関係部局と連携し、件数を増やしていくよ

う努めています。また、わかりやすい資料作成の手引き等の作成や、入札参加者が作成する

資料の簡素化により、参加される企業にとっても負担が少なくなるよう努めています。今後

もこれらの取組を継続し、総合評価方式の推進に努めてまいります。 
 
（２８）公共工事発注に当たっては、債務負担行為をさらに増やし、より一層の施工時期の

平準化に努めること。（財政局・都市局・建設局・水道局・教育委員会） 

（回答）契約課 

 工事発注時期の平準化については、これまでも繰越明許費や債務負担行為の活用により翌

年度にわたる工期設定や余裕期間制度の活用による柔軟な工期設定を所管課とともに推進

しており、引き続き、発注時期の平準化に努めてまいります。 

 

（２９）入札の不調を防ぐために、複数の現場を 1人の現場代理人が兼務できるよう常駐義

務を緩和すること。 

（回答）契約課、技術管理課 



- 10 - 
 

 現場代理人の常駐緩和については、「現場代理人の常駐緩和に関する取扱い要領」におい

て、安全管理のほか現場の取締りに支障が生じないこと等を条件に定め、一定の要件を満た

す工事を対象に、個々の工事の条件を勘案し取り扱うこととしております。引き続き、埼玉

県や隣接市なども含め、本市の現場から一定距離内にて施工する工事を兼務の対象とするな

ど、緩和措置について検討してまいります。 
 
重点項目 

（３０）公共工事の検査にあたっては、事業者負担の軽減、働き方改革を進めるために、提

出書類の簡素化、電子化を進めること。特に、工事写真等の紙出力を廃止すること。 

（回答）技術管理課 
 公共工事の検査における提出書類の簡素化、電子化については、令和５年度より、受発注

者間の業務効率化のため、電子メールや工事情報共有システムを活用した工事関係書類の情

報共有を開始しました。引き続き、受発注者双方の業務の効率化や工事写真等も含めた紙媒

体での書類提出の削減に向け、関係部局と協議調整してまいります。 
 
（回答）工事検査課 
 工事検査については、電子媒体による書類検査を効率的に実施できるよう、情報端末に接

続して使用する大型モニターを購入し、検査体制を整えてまいります。 
  ・工事検査事業 ８，８７６千円の内数 
 
（３１）成果連動型委託方式（PFS）を福祉、医療等の分野において幅広く導入し、民間の

ノウハウを活用して、事業の費用対効果を高めること。 

（回答）行財政改革推進部 
 ＰＦＳの導入については、事業者側のメリットを含めた事業形成が重要となるため、引き

続き、ＰＦＳの実績がある自治体や事業者等との意見交換を進め、効果的な事業の形成に向

けて検討を進めていきます。 
  ・民間力活用推進事業（公民連携の推進） ７１４千円の内数 
 

＜市民局＞ 

重点項目 

（３２）犯罪抑止や安心安全のため、防犯カメラ 1,000 台の設置を目標にクラウド管理など

を導入し、計画的に推進すること。なお、設置に当たっては、警察との協議を踏まえ、子ど

もや女性を犯罪から守るため通学路や駅、公園、繁華街への推進を図ること。（都市局） 

（回答）市民生活安全課、商業振興課、都市公園課、学事課 
 防犯カメラ設置に向けた取組については、犯罪抑止や市民の安全・安心のため、引き続き、

地域における防犯活動の補完する役割として、自治会や商店会が設置する防犯カメラに対し

て、経費の一部の助成を実施するほか、刑法犯認知件数の多い駅前広場等に計画的に防犯カ

メラを設置するなど、戦略的な整備・活用を推進します。 
 通学路への防犯カメラの設置については、学校、保護者等が毎年実施している通学路安全

点検の結果、防犯カメラの設置要望が出され、警察、道路管理者等との合同点検後、防犯カ

メラの設置が最も有効な安全対策と判断された際には、地域の皆様と協議を行った上で、設

置の検討を進めてまいります。 
 公園への防犯カメラの設置については、防犯上の観点や地域の御要望などを踏まえながら、

安全な公園づくりに寄与する防犯カメラの普及に向けまして、関係部局と連携のうえ、他都

市の事例も参考にしながら検討してまいりたいと考えております。  
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  ・防犯対策事業（わがまちカメラ戦略的整備・活用事業） １３，０２０千円 
  ・商店街環境整備補助事業 １９，１９４千円の内数 
    ・通学区域検討事業（一部） ２１１千円 
 
（３３）防犯用自動通話録音機器の貸出事業を継続実施するとともに、簡易型自動通話録音

装置の無料配布について、広報と配布方法を工夫すること。 

（回答）市民生活安全課 
 自動通話録音装置貸出事業については、詐欺被害防止のため、引き続き、実施します。簡

易型自動通話録音装置については、セミナーを開催した際等に無料配布の実施の案内などを

行っており、令和６年度も引き続き、実施してまいります。 
  ・防犯対策事業 （防犯・啓発活動事業）（一部） ４，０２６千円 
 
（３４）成人年齢の引き下げに伴う消費者トラブルの増加が懸念されることから、ライフス

テージに応じた実効性の高い消費者教育を実施することや、市民への啓発活動を強化し、ト

ラブルの防止を図ること。 

（回答）消費生活総合センター 
 成年年齢の引下げに伴うライフステージに応じた消費者教育の実施については、大学の新

入生や、中高生とその保護者を対象とした出前講座や情報紙による情報の提供など、ライフ

ステージに応じた消費者教育を実施します。また、公民館等で出前講座の実施や自治会回覧

チラシを配付する等、市民への啓発活動を強化し、消費者トラブルの未然防止を図ります。 
  ・消費者行政推進事業 １５，６２８千円の内数 
 
重点項目 

（３５）SNS 誹謗中傷や人権侵害・プライバシー侵害に対する包括的な相談窓口を創設する

こと。また、被害者が投稿者に対し、訴訟を起こしたり、損害賠償を請求したりする際、弁

護士費用の一部を助成する制度を創設すること。 

（回答）人権政策・男女共同参画課 
 ＳＮＳ誹謗中傷や人権侵害等に対する包括的な相談窓口の創設については、被害にあわれ

た方を支援するための相談の在り方について、検討を進めてまいります。 
被害者が投稿者に対し、訴訟を起こしたり、損害賠償を請求したりする際、弁護士費用の

一部を助成する制度を創設することについては、先行自治体の取組を研究してまいります。 
  ・人権政策推進事業 １１，０４０千円の内数 
 
（３６）区役所窓口における外国人の新住民に対する多言語への対応を拡充すること。 

（回答）区政推進部 
 区役所窓口における多言語対応については、各区役所へ無料の翻訳アプリの導入を拡充し

てまいります。 
 
（３７）あらゆる人権問題について教育・啓発の充実に取り組むとともに、パートナーシッ

プ宣誓制度などによる LGBTQ・性的マイノリティーの市民が、適切な行政サービスを受けら

れるよう具体的な施策を講じること。 

（回答）人権政策・男女共同参画課 
 あらゆる人権問題について教育・啓発の充実に取り組むことについては、「人権教育及び

人権啓発推進さいたま市基本計画」及び「同実施計画」に基づき、全庁的な施策の推進に取

り組んでまいります。 
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 ＬＧＢＴＱ・性的マイノリティーの市民が、適切な行政サービスを受けられるよう具体的

な施策を講じることについては、パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携を進めるととも

に、性的少数者が受けられる制度の拡充について調査研究をしてまいります。 
  ・人権政策推進事業 １１，０４０千円の内数 
 
＜スポーツ文化局＞ 

重点項目 

（３８）スポーツ施設の整備を進め、市民がスポーツ都市を実感できる環境整備を図ること。 

①各スポーツ施設を最大限有効活用すること。また、市民ニーズに応じたサービスを提供す

るため、身近なスポーツ施設の利用時間の延長や夜間照明設備等の設置促進を図ること。 

（回答）スポーツ振興課 
 スポーツ施設の環境整備については、「さいたま市総合振興計画基本計画実施計画」の「03-

2-1-10 スポーツ施設の整備・改修」の中で、市民が身近な場所で誰もが気軽にスポーツを

楽しむことができる場を増やすとともに、性別、障害の有無等にかかわらず、安全・安心に

利用できる施設として利用環境の向上を図ることを位置付けています。同事業内容の中で、

老朽化に伴う不具合による事故発生のリスクを防ぐとともに、照明のＬＥＤ化による省電力

化を図ることとしております。なお、学校を新設する際には設置の検討をしてまいります。 
 また、「さいたま市スポーツ施設の整備方針」に則り、公共施設マネジメント計画を考慮

し、将来の財政負担を増やさない工夫のもと、市民ニーズを的確に捉えながら、今後のスポ

ーツ施設整備を計画的に検討してまいります。 
  ・学校体育施設開放事業（夜間照明設備のＬＥＤ化） ２１，７８０千円 
 
（回答）都市公園課 
 都市公園内の運動施設の夜間利用の延長や夜間照明設備等の設置促進を図ることについ

ては、近隣にお住いの方への影響等も含め、慎重に研究してまいります。 
②地域スポーツの振興とスポーツの観光資源としての発信をめざすために、「スポーツシュ

ーレ」を整備推進すること。 

 

（回答）スポーツ政策室 
 スポーツシューレの整備推進については、市民が生涯にわたってスポーツを楽しむことを

支え、トップアスリートを支えるための知の集積を図るとともに、あらゆるスポーツの発展

を支え、スポーツによる国内外の対流・交流を加速するため、「（仮称）さいたまスポーツ

シューレ推進施設」の整備に向け、基本計画の策定を進めてまいります。 
  ・スポーツシューレ等施設整備事業（さいたまスポーツシューレ推進施設の基本計画検

討） ５９，８２７千円の内数 
 
③一区一体育館を目指すなど地域に密着したインドアスポーツ施設の整備を進めること。 

（回答）スポーツ振興課 
 スポーツ施設の環境整備については、「さいたま市総合振興計画基本計画実施計画」の「03-

2-1-10 スポーツ施設の整備・改修」の中で、市民が身近な場所で誰もが気軽にスポーツを

楽しむことができる場を増やすとともに、性別、障害の有無等にかかわらず、安全・安心に

利用できる施設として利用環境の向上を図ることを位置付けています。 
 また、「さいたま市スポーツ施設の整備方針」に則り、公共施設マネジメント計画を考慮

し、将来の財政負担を増やさない工夫のもと、市民ニーズを的確に捉えながら、今後のスポ

ーツ施設整備を計画的に検討してまいります。 
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 その中で、武蔵浦和地区におけるスポーツ施設の新設に向けて、基本計画の策定及びＰＦ

Ｉ等導入可能性調査を実施します。 
  ・体育館等管理運営事業（（仮称）武蔵浦和地区新設スポーツ施設（体育館・屋内 

プール）の整備） ※債務負担行為設定（令和６～７年度） 
 
④休日におけるグラウンド不足を解消するため具体的な対策を示すとともに増設について

も検討すること。 

（回答）スポーツ振興課 
 スポーツ施設の環境整備については、「さいたま市総合振興計画基本計画実施計画」の「03-

2-1-10 スポーツ施設の整備・改修」において、市民が身近な場所で誰もが気軽にスポーツ

を楽しむことができる場を増やすとともに、性別、障害の有無等にかかわらず、安全・安心

に利用できる施設として利用環境の向上を図ることを位置付けています。 
 休日におけるグラウンド不足を解消するため、市が管理する未利用地等を臨時グラウンド

として活用したり、スポーツもできる多目的広場の整備を進めることで、スポーツ・レクリ

エーション活動の場所を確保してまいります。 
  ・多目的広場・臨時グラウンド管理事業 ６５，９６５千円 
 
（３９）さいたま市の文化芸術を世界に発信すること 

①さいたま市の文化（盆栽、人形、漫画、鉄道等）の魅力を世界にアピールできるプログラ

ムを策定し、広報を強化すること。 

（回答）文化振興課、文化政策室、大宮盆栽美術館、岩槻人形博物館 
 さいたま市の文化（盆栽、人形、漫画、鉄道等）については、さいたま市文化芸術都市創

造計画において市の魅力ある資源として位置付け、国際芸術祭等の既存事業や新たなイベン

ト等において積極的に活用・発信することで、さいたま市らしさを活かした「文化芸術都市

さいたま」としての魅力向上を図ってまいります。 
 令和４年度に創設したアーツカウンシルさいたまが中心となり、魅力をアピールするよう

な取組を進めてまいります。 
  ・文化芸術都市創造事業 １０５，８５２千円 
  ・漫画会館管理運営事業 １５，５１４千円 
  ・大宮盆栽美術館管理運営事業 １１２，４５３千円の内数 
  ・岩槻人形博物館管理運営事業 １１８，７５２千円の内数 
 
②さいたま市文化芸術都市創造条例の理念にもとづき、文化・芸術・音楽活動における若手

育成や創作活動の拠点となるインキュベーション施設の設置やストリートピアノ・ストリー

トアートなど発表の機会を区ごとに設けるなど個性ある街づくりを推進すること。 

（回答）文化振興課、文化政策室 
 インキュベーション施設の設置については、美術館等文化芸術創造拠点整備事業等の検討

の中で、市外施設を中心に取組等の調査を行いました。今後も他都市や民間での事例等につ

いて、研究してまいります。 
 ストリートピアノについては、令和３年度及び令和４年度に実施した実証実験の成果を踏

まえた上で、アーツカウンシルさいたまと連携し、文化芸術団体等による自主的なピアノ設

置活動を引き続き支援してまいります。 
 ストリートアートについては、今後も他都市の事例調査等を含めて、研究してまいります。 
  ・文化施設整備事業（美術館等文化芸術創造拠点整備事業） ５，９７９千円 
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③文化芸術都市として更に発展させるため、国際芸術祭の財産である地元芸術家、作家との

連携強化や育成、また、ボランティアの継続した取り組みを推進すること。 

（回答）文化政策室 
 令和６年度については、文化芸術活動を通じたコミュニティの継続・拡大を目指すととも

に、将来的に文化芸術事業の企画・運営を担う人材の育成を図るため、さいたま国際芸術祭

２０２３閉幕後も、市民サポーターによる活動に対し、継続的な支援を行ってまいります。 
  ・文化政策推進事業（国際芸術祭のレガシーの継承） ９８２千円 
 
重点項目 

（４０）スケボーや BMX、ブレイクダンスなどアーバンスポーツや eスポーツへの人気が高

まっていることから、アーバンスポーツ施設の整備やプレーヤーの育成、イベントの開催な

どに積極的に取り組むこと。 

（回答）スポーツ政策室 
 アーバンスポーツができる場所の整備については、令和７年度までに２か所の開設に向け

て取り組んでまいります。また、市民向けのアーバンスポーツ体験イベントの開催や小学校

等へのスクールキャラバンの拡充に努めてまいります。 
ｅスポーツについては、芝浦工業大学との共同研究において、スポーツの実施により得ら

れるとされる「心身の健全な発達」、「健康及び体力の保持増進」及び「精神的な充足感の

獲得」が、e スポーツの実施によって得られるかについて検証し、スポーツ施策としてのｅ

スポーツの導入可能性を検討してまいります。 
  ・生涯スポーツ振興事業（スポーツ政策室）（アーバンスポーツの活性化） 

 １２，９３８千円 
 

＜保健衛生局＞ 

重点項目 

（４１）少子化対策及び子育て支援の拡充策として、現在実施している 0歳から中学校卒業

までを対象とした医療費無償化について、高校生の入院費の無償化から始めるなど、段階的

に拡充を図ること。 

（回答）子育て支援課 
 高校生の医療費無償化については、子どもたちが安心して医療を受けることができる環境

を整備するため、令和６年度から助成対象年齢を１８歳の年度末まで拡大してまいります。 
  ・子育て支援医療費助成事業 ７，１５３，３９１千円の内数 
 
（４２）医療的ケア児の支援を切れ目なく実施するため、幼保・学校・家庭における完全看

護体制の構築及び、医療機関でヘルパー利用ができるように運用を見直すこと。（福祉局・

子ども未来局・教育委員会） 

（回答）障害福祉課 
 ヘルパー利用については、国において居宅におけるサービスと位置づけられておりますが、

平成２８年には特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院中のコミュニケー

ション支援が認められておりますので、医療的ケアの支援についても引き続き国の動向を注

視してまいります。 
 
（回答）保育施設支援課、保育課 
保育所等における医療的ケア児の受入れ体制については、看護師を配置することにより、

医療的ケアを提供してまいります。 
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また、「さいたま市医療的ケア児保育支援センター」において未就学の医療的ケア児や家

族に対して相談等の支援を実施してまいります。 
・特定教育・保育施設等運営事業（保育施設支援課）（私立認可保育所等における医療

的ケア児の受入支援事業） １８３，３１０千円 
・特定教育・保育施設等運営事業（保育課）（医療的ケア児保育支援センターの運営） 

２６，９６７千円 
 
（回答）特別支援教育室 
 教育委員会では、小・中学校に在籍する医療的ケアの必要な児童生徒については、訪問看

護ステーションの看護師を派遣しております。また、特別支援学校に在籍する医療的ケアの

必要な児童生徒については、常勤及び非常勤の看護師が対応しております。今後も、保護者

の負担軽減に努めてまいります。 
  ・特別支援教育推進事業（特別支援教育室） １２４，２８１千円の内数 
 
重点項目 

（４３）妊娠から出産、子育て期までの切れ目ない支援を強化すること。（子ども未来局） 

①妊産婦の孤立を防止するため、情報発信や相談体制の強化として SNS など多様なチャンネ

ルによる支援の強化を図ること。 

（回答）地域保健支援課 
妊産婦の孤立を防止するための情報発信や相談体制の強化については、妊娠届出時に母子

保健相談員等の専門職が電話や面談を行っており、全員の状況の把握に努め、ご相談に対応

しております。 
 また、「出産・子育て応援事業」により、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育

てができるよう、妊娠時から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援及び経済的支援「パ

パママ応援ギフト（出産・子育て応援給付金）」の実施に取り組んでまいります。 
  ・出産・子育て応援事業 １，０１８，３９７千円 
  ・母子保健健診事業（妊娠・出産包括支援事業） １，９９３千円 
  ・職員人件費（職員課）（妊娠・出産包括支援事業） １１９，８８５千円 
 
②乳幼児虐待の予防対策として関係機関との連携強化を図ること。 

（回答）地域保健支援課 
 妊娠期からの虐待予防事業として、埼玉県及び県内産婦人科医療機関と連携し、養育支援

を必要とする家庭を積極的に把握し支援を行っております。また、関係機関とは研修、要保

護児童対策地域協議会等の会議を通して情報共有や適切な支援に係る連携を行っておりま

す。引き続き、関係機関、関係部局との連携強化に取り組んでまいります。 
  ・母子保健事業（児童虐待発生予防事業） ５，４２４千円 
 
（回答）子ども家庭支援課 
 要保護児童等への適切な支援、保護を行うため、要保護児童対策地域協議会を設置し、関

係機関が連携して支援内容に関する協議や情報共有を実施しております。引き続き、児童虐

待を防止するため、関係機関との連携強化に努めてまいります。 
  ・児童虐待防止対策事業（要保護児童対策地域協議会事業） ７１４千円 
 
③産後ケア事業（宿泊型・デイケアサービス型・訪問型）のニーズの多様化に対応するため、

受け入れ施設を拡充する具体的な施策を講じるとともに、事業継続できるよう施設整備・人

件費・運営費等を補助すること。 
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（回答）地域保健支援課 
 産後ケア事業（デイサービス型・宿泊型・訪問型）については、利用を希望する方が、よ

り事業を利用しやすくなるように、サービス提供事業者や利用者の意見及び他指定都市の実

施状況等を踏まえて、引き続き、適正な運営に向けて事業の見直しを行ってまいります。 
 また、産後ケア施設整備等への助成については、今後の事業の利用状況や利用者を対象と

したアンケート結果及び事業を受託する医療機関や助産所のご意見を把握しながら、適切な

事業の実施になるよう取り組んでまいります。 
  ・母子保健健診事業（産後ケア事業） ４２，７５８千円 
 
④産後ケア事業の利用者増大を目指し、利用者の負担軽減を図ること。特に、産後の母乳相

談はニーズが高いことから、無料券または補助券の導入を検討すること。 

（回答）地域保健支援課 
  産後ケア事業の利用料については、現金で支給している「パパママ応援ギフト（出産・子

育て応援給付金）」の活用対象事業として、ご案内をしています。また、産後ケア事業を利

用しやすい環境を整える観点から、利用者の所得の状況に関わらず利用者負担を軽減する予

定です。 
 産後の母乳相談についても「パパママ応援ギフト（出産・子育て応援給付金）」を利用で

きるサービスとして案内しております。  
 母乳相談を希望する方の自己負担を軽減することについては、母乳も人工乳の方もいるこ

とから、今回のギフトを有効に活用し、必要な授乳に係る相談をしていただきたいと考えて

おります。 
  ・母子保健健診事業（産後ケア事業） ４２，７５８千円 
  ・出産・子育て応援事業 １，０１８，３９７千円 
 
（４４）がん対策の推進策として、科学的根拠に基づくがん予防、がん検診の充実を図り、

尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築に努めること。 

①特定健診とのセット受診やがん検査キットの配布など、がん検診の受診率向上を図ること。 

（回答）地域保健支援課 
 がん検診の受診率向上については、国立がん研究センターが提供する手法を用いて文章や

表示方法を工夫する等により、効果的な受診勧奨となるよう取り組んでおります。 
 また、本市のがん検診は医療機関における個別検診で実施しているため、特定健診も実施

している医療機関であれば、同時に受診することが可能となっております。 
 なお、大腸がん検診の検査キットについては、個別検診で実施しているため、予約した医

療機関を通じて配布しております。 
  ・健康づくり健診事業（がん検診事業） ３，６５４，０７８千円 
 
②がんサバイバーに対して、医療用ウィッグの購入助成などアピアランス支援や生活支援、

就労支援など、QOL 向上に資する支援を検討すること。 

（回答）保健衛生総務課 
 アピアランス支援については、がん対策推進協議会や、がんサバイバーからの意見を踏ま

え、医療用ウィッグの調整等ができる理美容室の情報をまとめた一覧を作成し市ホームペー

ジ等で周知を行っております。さらに、がん対策推進協議会の意見を踏まえ、新たに令和６

年度から、がんの治療に伴う外見の変化を補う目的で購入した医療用補整具の費用の一部を

補助する事業を開始する予定です。 
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 生活支援については、末期と診断された若年のがん患者が、住み慣れた自宅で最期まで自

分らしく安心して日常生活を送れるよう、在宅療養生活に要する経費の一部を補助する「さ

いたま市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業」を令和３年度から開始してお

ります。また、市民や医療関係者に向けて、がんに関するケアや支援などについての講演会

を引き続き、開催してまいります。 
 就労支援については、がん患者の治療と就労の両立を図るため、「がん患者就労相談」を、

さいたま市立病院をはじめ市内の地域がん診療連携拠点病院で実施しており、相談窓口につ

いて市民に向けて引き続き周知してまいります。 
 「がん患者等の支援の充実」を令和６年から開始予定の第２次さいたま市がん対策推進計

画の基本方針の一つに掲げ、引き続き対策を進めてまいります。 
  ・健康づくり事業（保健衛生総務課）（がん対策推進協議会） ２６２千円 
  ・健康づくり事業（保健衛生総務課）（がん対策に係る講演会） ２０７千円 
  ・健康づくり事業（保健衛生総務課）（若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支 

援事業） ２６２千円 
  ・健康づくり事業（保健衛生総務課）（アピアランスケア支援事業）１８，０７０千円 
 
（回答）患者支援センター 
 市立病院においては、地域がん診療連携拠点病院として、がん相談支援センターを設置し、

各種情報提供、療養上の相談、就労に関する相談、及び各種医療相談等を実施するなど、支

援に取り組んでまいります。 
  ・がん患者就労相談員（社会保険労務士）設置 １７１千円 
 
（４５）市独自のワクチン接種の補助を行い、市民の QOL 向上、医療費削減に努めること。 

①多子世帯へのインフルエンザ予防接種の負担軽減を図ること。 

（回答）疾病対策課、地域保健支援課 
 インフルエンザ予防接種については、予防接種法に基づき、個人予防や重症化予防の観点

から６５歳以上の高齢者等のみが公費接種の対象とされております。なお、予防接種（任意

接種）は、現金で支給している「パパママ応援ギフト（出産・子育て応援給付金）」の活用

対象事業として、ご案内をしています。 
  ・出産・子育て応援事業 １，０１８，３９７千円 
 
②帯状疱疹ワクチンの助成制度を創設すること。 

（回答）疾病対策課 
帯状疱疹ワクチンについては、予防接種法に基づく定期予防接種に位置付けをされておら

ず、このため、国に先行して独自の助成制度を導入する自治体も増えているものと承知して

おります。 
 現在、国においては、定期予防接種として位置付けることの是非について、最新の知見等

を収集しながら、科学的な観点から順次検討が進められている段階と認識しており、本市と

しては引き続き、国の検討の場において収集されている最新の動向や、先行自治体における

事業実施上の課題等も踏まえながら、本市における対応方針を検討してまいりたいと考えて

おります。 
 一方、帯状疱疹についての知識や帯状疱疹ワクチンの情報等を、発症しやすい世代を中心

に広く市民に周知することは、本市としても重要であると考えており、現在、市ホームペー

ジでの広報に加えて、市独自で作成したポスターを随時改訂し公共施設に掲示する取組を進

めてまいります。 
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（４６）新型コロナウイルス感染症に罹患し、軽症で回復した人でも、後遺症に悩まされる

ケースが多いことから、県が提供する医療機関リストの情報をさいたま市として検索しやす

い形で提供すること。併せて、ワクチン接種後の副反応で長期間苦しむ患者が安心して医療

を受けられる体制や相談体制を整備すること。 

（回答）地域医療課、新型コロナウイルスワクチン対策室 
 新型コロナウイルス感染症に係る後遺症については、現在、後遺症に悩む市民が適切に医

療機関を受診できるよう、埼玉県が作成・公表している「新型コロナ後遺症外来 診療医療

機関リスト」をホームページにて公開し、市民へ周知を行っているところです。引き続き、

効果的な見せ方や情報発信について、工夫・検討を進めてまいります。 
 また、ワクチン接種後の副反応の患者が医療を受けられる体制や相談体制については、厚

生労働省の指示のもと、都道府県が構築しています。 
 埼玉県では、接種後の副反応等に係る専門相談窓口を２４時間体制で開設し、専門的な知

識を有する看護師や医師などが相談対応を行っています。 
 また、接種後、徐々に出現する慢性的な麻痺やしびれなど、神経難病等が疑われる症状で、

通常の医療機関では対応が困難な場合に、医療機関からの相談等を受け付ける専門的な医療

機関（埼玉医科大学病院、埼玉医科大学総合医療センター、自治医科大学附属さいたま医療

センター、獨協医科大学埼玉医療センター）を設置しています。 
 令和６年度以降の体制については、今後の動向を注視し、適切な情報発信に努めてまいり

ます。 
 
（４７）「危険な暑さ」から命を守るための対策を強化すること。 

①「まちのクールオアシス」のさらなる推進を図ること。また、市民が見てわかる区別の「ク

ールオアシスマップ」の作成・SNS 等による発信強化とともに、高齢世帯に熱中症予防チラ

シ配布と併せてマップやクールタオルなどを配布するなど、きめ細かな支援を行うこと。 

（回答）保健衛生総務課 
 「まちのクールオアシス」のさらなる推進については、令和５年度に、ホームページに実

施施設一覧の掲載及び実施施設の場所をマッピングしたデータを作成し掲載しました。 
 令和６年度は、これまでの取組に加えて、区別に作成した「クールオアシスマップ」を作

成し、市ホームページ、ＳＮＳ等の様々な媒体を使用し、発信強化に努めてまいります。ま

た、特にインターネットから情報を入手することが難しい高齢世帯に向けて、上記マップを

掲載した熱中症予防チラシの配布等により熱中症への対策を周知できるよう検討してまい

ります。加えて、市民が、より一層熱中症について理解を深めていただくために効果的な啓

発品を配布することで、きめ細やかな支援を行ってまいります。 
  ・健康づくり事業（保健衛生総務課）（熱中症対策事業） ８４１千円 
 
②街中や学校へのミスト装置や公園の「みどりのクールスポット」を拡充するとともに、庁

内連携による情報共有・発信強化を図ること。（都市局、建設局、教育委員会） 

（回答）都市公園課 
 国土交通省や先進都市の事例も参考にし、公園等に高木を植栽したり、藤棚を設置するな

ど「みどりのクールスポット」に繋がる取組を検討してまいります。 
  ・都市公園等整備事業（都市公園課）（身近な公園の整備推進） 

 ３８８，９３３千円の内数 
 
（回答）道路環境課 
 道路へのミスト装置の設置予定はございません。 
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（回答）学校施設管理課、健康教育課 
 市立小中学校については、全校にミスト装置を配布しており、各学校の実情に応じて、設

置・活用しております。また、「さいたま市立学校熱中症対策ガイドライン」において、ミ

スト装置の活用を含めた熱中症対策事例を掲載し、情報共有しております。 
 
＜福祉局＞ 

重点項目 

（４８）公共交通の利用促進及び高齢者の社会参加を図ることができる「高齢者お出かけ支

援制度」を早期に創設すること。（環境局・経済局・都市局） 

（回答）高齢福祉課、交通政策課 
 令和３年度から、日常生活に必要な買い物や通院等の移動が困難な高齢者などの外出を支

援することを目的に、高齢者等の移動支援事業を実施しております。 
 高齢者の交通費助成については、現在、民間バス会社が、公共交通の利用促進のため、独

自に高齢者向け定期券を発行しているところではありますが、今後、高齢者等の外出・公共

交通の利用促進に関する施策の検討を行い、広く市民が利用しやすい交通環境の充実に向け、

取り組んでまいります。 
 また、福祉局及び都市局で行う高齢者の移動に伴う勉強会の体制を拡大し、部局横断した

検討会議を設置することで、課題の共有やバス運賃助成制度を含めた広く市民が移動しやす

い交通環境の充実に向けて施策等の検討を進めてまいります。 
  ・生涯現役のまち推進事業（高齢者等の移動支援事業） ２，４００千円 
  ・交通政策事業（高齢者等の外出促進策の検討とＡＩデマンド交通の実証実験の実施） 

４１，２０８千円の内数 
  ・バス対策事業（コミュニティバス等の導入及び改善支援） ６，９９７千円の内数 
 
（４９）貧困の連鎖を断ち切るため、高校や大学への進学率の向上、および経済的な理由で

進学を諦めることがないよう取り組むこと。（子ども未来局・教育委員会） 

①スタディクーポンや給付型奨学金など、経済支援に取り組むこと。 

（回答）子育て支援課、生活福祉課、学事課 
 母子家庭の母や父子家庭の父を対象に扶養する子の福祉増進のため、母子父子寡婦福祉資

金貸付制度の就学支度資金や修学資金の貸付けを引き続き行ってまいります。 
 学習支援事業は、経済的な困窮が継承されがちな世帯の中学生等を対象に、社会に出る際

に必要な能力を会得させることで「貧困の連鎖」を防止することを目的としております。基

礎学力の向上、学習習慣の定着により高校進学や大学進学を視野に入れた学習支援を実施し

てまいります。 
 また、経済的課題を抱えるひとり親世帯や低所得の子育て世帯の児童に対し、国の補助事

業を活用し、模試費用や受験料の助成を行うとともに、本市独自の入学一時金の助成を実施

してまいります。 
 給付型奨学金制度の創設については、自身が持つ夢や志を叶えようとする熱意があるもの

の、世帯収入が少なく学資の負担が困難であり、進学を諦めざるを得ないような学生に対し

て、大学等の受験料補助及び入学一時金を支給してまいります。 
  ・母子父子寡婦福祉資金貸付事業 １３５，０００千円 
  ・生活困窮者自立支援事業（子どもに対する学習機会と居場所の提供） 
   １１７，０５９千円 
  ・子育て支援推進事業（低所得の子育て家庭児童進学支援金助成事業）  

５，７８５千円 
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  ・入学準備金・奨学金貸付等事業（大学等進学「夢」支援） ９,０９０千円 
 
②就学援助世帯や多子世帯などへ、学習支援事業の対象拡大に取り組むこと。 

（回答）生活福祉課、子育て支援課 
 学習支援事業の対象は、生活保護受給世帯、児童扶養手当全額支給世帯、自立相談支援機

関である福祉まるごと相談窓口の利用世帯となっております。福祉まるごと相談窓口では、

生活にお困りの方や様々な課題を抱えた方等を幅広く対象としており、相談者の状況や御家

族の状況を把握した上で、必要に応じて学習支援事業の利用を案内しております。就学援助

世帯や多子世帯についても、生活にお困り等の場合には福祉まるごと相談窓口を通じて、周

知を図ってまいります。 
  ・生活困窮者自立支援事業（子どもに対する学習機会と居場所の提供） 

 １１７，０５９千円 
 
（５０）発達障がい児の早期発見、および親の支援を拡充すること。 

①迅速な療育へと繋げるため、早期診断に向けた“待ち時間”を短縮できるよう一層の体制

強化に取り組むこと。 

（回答）ひまわり学園総務課、医務課、育成課、療育センターさくら草、東部療育センター

開設準備室 
 発達障害などがあるお子さんに対する診療機能を拡充するため、非常勤医師の診察回数の

確保及び、令和６年２月に療育センターひなぎくを開設いたします。今後も障害児等の早期

発見・早期療育の実施に向けた体制の強化に努めてまいります。  
  ・診療検査事業（一部） ２４，０５５千円  
  ・療育センター診療所運営事業（一部） ２０，５７０千円  
  ・療育センター整備・管理運営事業  １１５，２０５千円 

  
②発達障がい児を持つ親の孤立や不安の解消にむけ、ペアレントメンター制度の周知とペア

レントメンターのスキルアップを図り、個別相談窓口を拡充すること。また、学校コンサル

ステーションや児童・生徒の発達の心配事に対応した相談窓口を実施している埼玉大学教育

学部附属支援教育臨床研究センターとの連携を図ること。 

（回答）障害政策課 
 ペアレントメンター事業については、発達障害のある子どもを育てた経験を持つ親が、発

達障害の診断を受けたばかりのお子さんの親などに対し、みずからの経験や知識を生かし、

相談を受けたり助言を行うことで精神的な支えとなることや、適切な支援機関へとつなぐこ

とを目的として実施しています。ペアレントメンターを養成するほか、保護者向けの事業と

して、交流・相談会や家庭での取り組みの工夫発表会を行っています。 
 発達障害の特性は幅広く、子育ての困難さは家庭によって様々であるため、参加者がより

多くの経験談に触れられるよう、集団による事業を実施しているところです。 
 引き続き、より多くの方に事業に御参加いただけるよう、支援機関からの案内のほか、市

ホームページやＳＮＳなどの活用により、ペアレントメンター制度の周知を図ってまいりま

す。 
 他機関との連携につきましては、事業に御協力いただいているメンターとともに、検討を

してまいります。 
  ・ノーマライゼーション推進事業（発達障害児者及び家族等支援事業実施業務委託） 

１，１１１千円 
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③ライフステージ全般にわたり継続的な支援が受けられるよう情報共有できる「潤いファイ

ル」について、保護者はもちろん、教員への周知徹底を図り、活用しやすい環境づくりに一

層努めること。（教育委員会、子ども未来局） 

（回答）障害政策課 
 ライフステージを通じた切れ目のない、一貫した継続的な支援のために、本人、保護者と

教育・医療・保健・福祉・労働などの各機関が相互に本人への支援状況に関する情報を共有

し、必要な連携を図るための潤いファイルですが、昨年度、潤いファイルの改訂版と使い方

ガイドブックが完成いたしました。新たな様式や使い方ガイドブックにより、支援者も使い

やすいものにしてきております。まだ使われていない方にも使っていただけるよう、周知に

努めてまいりたいと思います。 
  ・ノーマライゼーション推進事業（発達障害者支援体制整備事業の一部） 

３０６千円 
 
（回答）特別支援教育室 
 教育委員会では、特別支援教育相談センターにおいて、お子様の相談で訪れた保護者に対

して潤いファイルを配布し、活用方法を説明しています。 
 また、管理職や特別支援教育コーディネーターを対象とした研修会において、潤いファイ

ルの内容や活用方法について、今後も周知をしてまいります。 
  ・特別支援教育推進事業 １２４，２８１千円の内数 
 
（５１）障害者生活支援センター並びに発達障害者支援センターの機能強化を図るとともに、

障がい者の困難に対応したサポート体制の強化を図ること。 

①親亡き後を見据え、障がい児・者の生活を地域で支える体制づくりを強力に推進するため、

地域生活支援拠点・基幹センターの設置を加速化させること。 

（回答）障害福祉課、障害者総合支援センター 
 地域生活支援拠点については、基幹相談支援センターを中心とした地域の関係機関のネッ

トワークを重視した整備を進めているところです。障害者生活支援センターに基幹相談支援

センターとしての機能追加を進めるとともに、引き続き、関係機関と連携して、地域生活支

援拠点のあり方について検討してまいります。 
 また、発達障害者支援センターについては、二次相談窓口としての機能の充実や専門性の

向上を目指すと共に、一次相談窓口との連携等、地域支援体制の強化・推進について取組ん

でまいります。 
  ・障害者生活支援センター運営事業 ３６１，７０１千円 
  ・発達障害者支援センター運営事業費 ２８，５００千円 
 
②障がい者グループホームの整備促進を図るため、事業者の負担軽減に向けた設置費補助メ

ニューならびに入所者への家賃助成制度を創設すること。 

（回答）障害政策課 
 障害者施設の整備については、民間活力の活用により整備しております。その中で、近年

は、医療的ケアを要する方や強度行動障害のある方など重度障害者を受け入れる計画の施設

を優先して整備できるように整備計画を募集しているところです。障害者の暮らしを支える

住まいの整備を進めるため、引き続き、グループホームの整備促進を基本方針に掲げ、整備

を促進してまいります。 
  ・障害者施設整備事業（グループホーム整備促進事業） ４３，３５０千円 
 
（回答）障害福祉課 
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 入所者への家賃補助については、特定障害者特別給付費の引上げを行うよう国に対して報

酬の見直しを要望しているところです。引き続き必要な支援の在り方について研究してまい

ります。 
③高次脳機能障がいの認知度を高め、相談から支援まで切れ目のない支援体制を強化すると

ともに、支援の要となるピアサポーターの養成・増強を図り、活動場所を創出することで当

事者・家族の支援体制を強化すること。 

 
（回答）障害者更生相談センター 
 高次脳機能障害については、当該障害の理解や認識を深めるセミナーやリーフレットを活

用しながら引き続き広く周知を行い、認知度を高めていくとともに、当事者・家族を同じ立

場の仲間として支え合うピアサポーターを増強し、相談会や家族教室等でピアカウンセリン

グ活動をすることにより、一人ひとりの状況に寄り添う支援が切れ目なく提供できるよう支

援体制の強化を図ってまいります。 
  ・障害者更生相談センター管理運営事業（一部） １，４９９千円 
 
④必要に応じたレスパイトケアが確実に実施できるよう、短期入所できる施設の拡充や自宅

への介護人派遣など保護者を支える体制を充実させること。 

（回答）障害福祉課 
 医療的ケアを必要とする在宅の重症心身障害児者を介助する家族のレスパイトケアを充

実させるため、市内に住所を有する重症心身障害児者を受け入れる事業者に対し、助成金を

交付する事業を実施しております。また、できるだけ本人の希望や状況に応じた適切なサー

ビスが利用できるよう、必要な支援を行ってまいります。 
  ・自立支援給付等事業（重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア事業） 
   ２６，１７０千円 
  ・自立支援給付等事業（介護給付費等支給事業） ２６，７８７，２０４千円の内数 
 
（５２）失語症患者の社会参加を促すために、失語症への理解促進と、「意思疎通支援者」

の養成および派遣事業に取り組むこと。 

（回答）障害福祉課 
 失語症者への意思疎通支援者養成研修事業につきましては、令和元年度に埼玉県が開始し、

令和２年度から本市が参画し、現在、川口市を含めて三者の共済事業として実施しておりま

す。派遣事業につきましては、三者いずれも実施には至っていない状況です。 
 今後、ニーズの把握に努めていくとともに、養成講習会の拡充及び派遣事業の創設につき

ましては、効率的な事業の実施体制や内容等について、他自治体の実施状況も参考にしなが

ら、埼玉県等とともに検討してまいります。 
・社会参加推進事業（失語症者向け意思疎通支援者養成研修事業） ３２０千円 

 
（５３）障がい者の外出を促す支援策として、より使いやすい障がい者移動支援事業へと拡

充するとともに、福祉タクシーの迎車料金を補助すること。 

（回答）障害福祉課 
 移動支援事業は障害者の社会参加の促進に重要な役割を担っていることから、多くの方が

使いやすい事業となるように、引き続き事業の研究・検討をしてまいります。 
 福祉タクシー利用料金助成事業については、生活圏の拡大と社会参加の促進等を図ること

を目的とし、原則として初乗運賃相当額の助成を行っているものでございますため、迎車料

金についても、初乗運賃を超える部分の乗車料金と同様に利用者にご負担を頂いているとこ

ろですが、令和５年度より迎車料金等も含めた乗車料金が初乗運賃相当額の２倍以上の額に
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なる場合は、迎車料金等を含めた乗車料金に対して初乗運賃相当額の２倍まで助成を行うこ

ととしました。引き続き、他市の実施状況等を参考にしながら、調査・研究してまいりたい

と考えております。 
・地域生活支援事業（移動支援事業） ８４３，６８３千円 
・障害者支援事業（福祉タクシー利用料金助成事業） １０７，８６２千円 

 
（５４）障がい者の就労支援を強化すること。 

①障がい者、特に精神障がい者の就労支援を強化するため、就労支援機関、市内企業と連携

し、職場見学や実習の受け入れ等の常態化を図ること。 

（回答）障害者総合支援センター 
 本市では、さまざまな障害をお持ちの方々が就労を通して地域の中で自立した生活を営む

ことができるように、新規の就職希望者のみならず、再就職を希望する者に対しても就労支

援を行っております。本人の意向を確認し、作業体験を通して本人の特性を把握し、本人に

合った職場で実習を行ったうえで、マッチングを図るなど、本人に合った就労につなげるた

めの支援に取り組んでおります。 
 また、就職後、長く職場で働き続けることができるように、ジョブコーチが職場を訪問し、

本人の職場における困りごとを聞き取り、職場との調整を行う「職場定着支援」を行ってお

ります。 
 今後も国や県などの関係機関とも連携を図りながら支援に取り組んでまいります。 
  ・障害者総合支援センター障害者支援事業 １７，８８６千円 
 
②住み慣れた地域内で障がい者が働ける場を確保するため、障がい者雇用を積極的に推進し

ている企業の表彰、特例子会社設立のサポートなど、市内企業の障がい者雇用を促進するこ

と。 

（回答）障害者総合支援センター 
 障害者雇用を進めるうえで、障害者が働きやすい環境を整えるほか、経営者による意思決

定や指導役・同僚となる現場社員が障害特性を理解し協力してくれることが不可欠です。企

業に対し各種助成金の案内や仕事の切り出し方などの相談、雇用された障害者の障害特性を

踏まえた関わり方など、障害者雇用への理解の促進に努めております。 
 引き続き、ハローワークや埼玉県障害者雇用総合サポートセンターと連携して雇用の促進

を図ってまいります。 
  ・障害者総合支援センター障害者支援事業 １７，８８６千円 
 
③就労継続支援Ｂ型事業所に通っている障がい者が社会生活を楽しく送れるようにするた

め、市内全ての就労継続支援Ｂ型事業所の月額平均工賃が全国平均以上の工賃になるよう、

受注・発注に関するコーディネートや販売チャネルの強化、民間提案制度を活用するなど、

事業所への支援を強化すること。（経済局） 

（回答）障害者総合支援センター 
 障害者施設に対して専門的技術や知識を持つ授産支援アドバイザーを派遣し、障害者施設

が抱える製品の品質向上と販売促進といった課題に対し、必要な助言や指導を行っておりま

す。 
 さらに、サデコＭＯＮＯがたり（自主製品ネットショップ）での販売に対する支援を行う

など、工賃向上に向け取り組んでおります。 
  ・障害者総合支援センター障害者支援事業 １７，８８６千円の内数 
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（５５）セカンドライフ支援センター（愛称「り・とらいふ」）の周知を図るとともに、ハ

ローワークと連携した高齢者が働くための職域拡大、および企業とのマッチングに積極的に

取り組むこと。また、人生１００年時代を見据え、セカンドライフ支援センターを北部地域

にも設置すること。 

（回答）高齢福祉課 
 ボランティアや就労、余暇活動等の情報を一元的に発信するとともに、キャリアコンサル

タントによる相談や各種セミナー、就労に関するイベントの開催など、市民のニーズに即し

た支援を実施してまいります。また、セカンドライフを迎えた市民がさらに活躍する機会の

確保に向けて、事業の積極的な周知に努めてまいります。 
 加えて、高齢者の職域拡大についてハローワーク等と連携を図ってまいります。 
 また、セカンドライフ支援センターの北部地域への設置については、現在、市民の相談を

セカンドライフ支援センターの窓口のほか、電話、ＦＡＸ、メールで受け付けており、セカ

ンドライフ支援センターまで足を運ばずに予約不要で相談を受けることができる体制を整

えておりますので、現時点での北部地域への設置については検討しておりません。 
  ・生きがい推進事業（セカンドライフ支援事業） ８，８８２千円 
    ・職員人件費（職員課）（セカンドライフ支援事業） １０，４５９千円 
 
（５６）増加の一途をたどる単身高齢世帯に対する支援を強化すること。 

①水道スマートメーター等の ICT を活用した見守り支援を強化すること。（水道局） 

（回答）高齢福祉課 
 在宅のひとり暮らし高齢者で慢性疾患等により日常生活において常時注意を要する方に、

緊急通報機器を貸与し、家庭内の事故等による通報や身体状況の不安等の相談に２４時間体

制で応じているところですが、効果的な緊急通報システムの在り方については、指定都市、

近隣市等を参考にしながら研究を進めてまいります。 
  ・在宅高齢者支援事業及び地域支援任意事業（ひとり暮らし高齢者等あんしんコールセ

ンター相談事業） ４２，７６２千円 
 
（回答）営業課 
 水道スマートメーターの導入については、実証実験を実施します。 
  ・営業事務事業（一部） １６，２８７千円 
 
②入院や施設入所時の保証事業が適切に行われるよう、市社会福祉協議会への支援を行うこ

と。 

（回答）福祉総務課、高齢福祉課 
 身寄りのない単身高齢者の入院、施設入所等に係る保証等については、市社会福祉協議会

において、契約能力がある高齢者と契約し、低額又は無料で入院や施設入所時の保証機能を

担う「高齢者くらしあんしん事業」を実施しております。 
 市社会福祉協議会への支援としては、当該事業の周知啓発に市として協力していくほか、

法人の人件費に対する補助等を通じて、側面からの間接的な支援を実施してまいります。 
 
③認知症高齢者等見守りシール事業の普及啓発のため、QRコードをキーホルダーにしたり、

認知症だけでなく高齢者全般へ対象者を拡充するなどの施策を講じること。 

（回答）いきいき長寿推進課、高齢福祉課 
 認知症高齢者等見守りシール事業は、年齢にかかわらず認知症などが原因で外出中に行方

不明となる恐れがある方や、その家族などへの支援を目的とした制度です。 
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他方、緊急連絡先等が記載可能な「シルバーカード」を６５歳以上の市民に配布し、外出に

不安のある高齢者にも携帯いただくことで緊急時の通報にも活用できる仕組みを既に導入

しており、多くの高齢者にご利用いただいているところです。 
このため現時点で認知症高齢者等見守りシール事業の対象者の見直しと新たなキーホルダ

ーの導入予定はありませんが、引き続き高齢者やそのご家族の困りごとや悩みに応じて、適

切な支援や制度の案内に努めてまいります。 
・認知症高齢者等総合支援事業（認知症高齢者等見守り事業） １５４千円 
・生涯現役のまち推進事業（シルバーカード発行事業） ４２３千円 

 
重点項目 

（５７）超高齢社会を迎え認知症対策は避けて通れない喫緊の課題となっていることからサ

ポート体制の強化及び、支援制度のあり方についても検討すること。 

①認知症事故救済制度の創設を検討すること。 

（回答）いきいき長寿推進課 
 認知症事故救済制度の創設については、先進自治体の事故救済制度の取組が多岐にわたっ

ていることから、引き続き事例収集を行いながら国の動向についても注視してまいります。 
 
②認知症など成年後見制度を必要とする人の利用促進と権利擁護および後見人の不正防止

のための地域連携ネットワークを強化すること。 

（回答）高齢福祉課 
 令和３年度より、関係機関や団体等から成るさいたま市成年後見制度利用促進地域連携ネ

ットワーク協議会を開催し、本市における成年後見制度の利用促進に関する情報交換や意見

交換等を行っており、引き続き当該協議会を通じて関係団体等と連携を図りながら、制度の

利用促進に取り組んでまいります。 
  ・高齢・障害者権利擁護センター事業 ３０，４３２千円 
 
③認知症グループホームは、特別養護老人ホームと異なり、宿泊コストや食費が介護保険の

補足給付の対象外であり所得に応じた利用料の軽減もないことから、利用料の助成制度の創

設を検討すること。 

（回答）介護保険課 
 本制度が介護保険制度の枠組みに係るものであることから、国により対応されるものであ

ると考えています。 
 そのため、令和３年４月２１日に開催された第７９回九都県市首脳会議において、本市か

らの提案により国に対してグループホーム等への居住費及び食費を介護保険施設等と同様

に、所得等に応じた負担軽減制度の創設と必要な財政措置を要望しました。また、平成２９

年度にも大都市介護保険担当課長会議を通じまして、国に対しまして、家賃等について介護

保険制度における補足給付の対象とするよう要望を提出しています。 
  今後も、他の指定都市等とともに介護保険制度における低所得者対策等について、国に要

望してまいります。 
 
（５８）地域包括ケアシステムの機能向上のため、シニアサポートセンターの人員強化、医

療、介護の連携強化に取り組むとともに、介護の申請から認定までの期間短縮に努め、利用

者目線に立った制度構築を推進すること。 

（回答）いきいき長寿推進課 
 シニアサポートセンターの人員強化については、地域包括支援センター職員向けの研修や

地域包括支援センター運営協議会での協議等を通じて、適切な人員体制の確保や業務の重点
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化・効率化に努めてまいります。また、地域ケア会議などで多職種との連携を図ることで、

医療、介護の連携にも取り組んでまいります。 
  ・包括的支援事業（地域包括支援センター） １，０６６，１８６千円  
  ・包括的支援事業（地域ケア会議推進事業） ４５，５０５千円 
 
（回答）介護保険課 
 介護認定の申請から決定までの期日の短縮については、認定調査票の確認作業等に時間を

要していることから、認定調査員に対して調査時の誤りやすい点に関して重点的に研修を行

うほか、認定調査業務の一部を認定調査に特化した職員体制を持つ事務受託法人へ委託する

ことなどにより、業務の効率化、迅速化に努めています。 
 また、今後の審査件数の増加に対し、介護認定審査会委員の負担軽減を図りつつ効率的に

審査を行うため、タブレットによるＷｅｂ会議システムを活用した介護認定審査会を拡大し

ていきます。 
  ・介護認定審査会事業 １７４，３８３千円 
  ・認定調査等費 ４８９，４３５千円 
  ・職員人件費（職員課）（介護認定審査会事業） ９，９５２千円  
  ・職員人件費（職員課）（認定調査等費） １８２，１０９千円  
 
（５９）大介護時代に備え、介護事業者らの駐車スペースを確保するため、個人や民間施設

の駐車場を活用したシェアリングエコノミー認証制度を創設すること。 

（回答）介護保険課 
 個人や民間施設の駐車場を活用したシェアリングエコノミー制度の創設については、介護

事業者向け駐車場シェアリング試行事業として令和５年６月より試行しております。 
 今後は、試行事業の実施状況を踏まえつつ、本市に適した事業について検討してまいりま

す。 
 
（６０）介護人材の確保・離職防止策を講じること。 

①管理者から現場職員までの階層別研修や医療研修など介護人材のスキルアップを図るこ

と。また、資格更新のための研修費用を補助すること。 

（回答）介護保険課 
 介護人材確保のため、埼玉県が「介護職員資格取得支援事業」を実施しており、介護職員

初任者研修及び介護職員実務者研修の受講料について支援を行っております。 
 本市においては、その事業周知を行うことにより、介護職員のスキルアップを促進してお

ります。 
 
②介護職、特に介護支援専門員の業務負担を軽減するため、窓口提出書類のオンライン化を

進めること。また、本来業務である介護保険給付管理業務以外の業務の分散化を検討するこ

と。 

（回答）介護保険課 
 介護サービス事業者の業務負担軽減のため、令和６年度に介護事業所の指定、廃止、休止

及び変更等に係る諸手続きについて、電子申請化を予定しております。 
 また、令和５年４月から、介護支援専門員が所属する居宅介護支援事業所と訪問介護等の

サービス事業所間で、これまで紙で行っていたケアプランのやり取りを電子化するケアプラ

ンデータ連携システムが稼働しました。介護支援専門員の負担軽減につながるものと期待し

ており、本市でも周知をしております。 



- 27 - 
 

 さらに、介護サービス事業者が本市に提出する過誤申立書等の提出を令和４年度に電子化

し負担軽減を図りました。今後も、運用面での課題を整理した上で、電子申請できる書類を

増やしてまいります。 
 
③介護現場でのカスタマーハラスメントを防止するため、地域包括支援センターの相談機能

を強化すること。 

（回答）いきいき長寿推進課 
 介護現場でのカスタマーハラスメント防止に関する情報を提供するなど、地域包括支援セ

ンターの相談機能強化に努めてまいります。 
  ・包括的支援事業（地域包括支援センター） １，０６６，１８６千円  
 
（６１）超高齢社会の進展や単身高齢者の一層の増加を踏まえ、老後・没後の心配事をサポ

ートする事業を実施すること。 

①病院・施設の身元保証人や遺言書の作成、遺品整理等の法律的な相談ができる相談機能を

各区役所に持たせること。 

（回答）高齢福祉課、福祉総務課 
 市社会福祉協議会で実施している高齢者くらしあんしん事業の周知や地域連携ネットワ

ークづくりについて進めてまいります。 
 
②支援対象者の要件やサービス提供の範囲を明確化し対応ルールやガイドラインを策定す

る等、支援体制を体系化すること。 

（回答）高齢福祉課 
 市民からの相談内容は、複雑で多岐にわたることから、速やかな支援に結びつけるため、

支援体制を体系化しておくことは重要であると認識しております。既存事業を洗い出し、相

談対応で使いやすいものとなるよう、ガイドラインの作成方法について検討してまいります。 
 
③包括的なサポートを実施できるよう、おくやみ手続きガイドに終活ガイドを追加するなど、

新たな就活支援事業を創設すること。 

（回答）高齢福祉課 
 本市としての終活支援事業の今後の在り方等につきまして、他市の事例等を参考にしなが

ら、引き続き検討してまいります。 
 
（６２）多死時代に備え、おくやみコーナーの体制強化、さらに火葬場の待ち時間が長くな

ることから、時間延長など火葬場の弾力的な運営の見直しで待ち期間のさらなる短縮化を図

ること。 

（回答）区政推進部 
 おくやみコーナーの体制強化については、窓口業務委託事業者へのヒアリングにより混雑

状況を確認していることから、引き続き状況を注視し、適切に対応してまいります。 
  ・区役所管理事業（おくやみ窓口設置事業）（一部） ９３６千円 
 
（回答）生活衛生課、大宮聖苑管理事務所 
 冬季の火葬件数の増加への対応策として、令和３年１２月より休業日における火葬を試験

的に実施しています。また、時間延長として浦和斎場では令和５年度より冬季の火葬を１６

時まで拡大しました。大宮聖苑では令和６年度より冬季の火葬を１６時まで拡大できるよう

関係先と協議を進めます。 
  ・浦和斎場管理運営事業（冬季火葬枠拡大事業（友引火葬）） ４，１３０千円  
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  ・浦和斎場管理運営事業（冬季火葬枠拡大事業（１６時火葬）） １０，１０５千円 
  ・大宮聖苑管理運営事業（友引火葬） ４０２，１９１千円の内数 
    ・大宮聖苑管理運営事業（１６時火葬対応業務） １５，４７５千円 
 
（６３）アルコールや薬物、ギャンブルなど依存に苦しむ本人や家族へのアウトリーチ支援

の強化を図ること。 

（回答）こころの健康センター 
 依存症のご本人やご家族への支援体制については、こころの健康センターが依存症相談拠

点となり、市民からの依存症に関する相談をお受けしております。ご本人やご家族との電話、

面接及び訪問による個別相談のほか、個別相談会や家族教室も開催しております。また、依

存症支援者研修を実施し、地域における支援者の育成を行うほか、依存症回復支援施設等の

関係機関への技術支援も行っております。今後も、市民への普及啓発や関係機関との連携体

制を強化し、相談支援の充実を図ってまいります。 
  ・精神保健福祉事業（こころの健康センター）（依存症対策地域支援事業） 

 ８２３千円 
 
（６４）飼い主が亡くなった後のペットの処遇や、地域ネコの不妊去勢手術助成の拡充、譲

渡会の会場確保支援などさらなる取り組みに努めること。 

（回答）動物愛護ふれあいセンター 
 飼い主が亡くなった場合については、動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第１項に

基づき、ご親族等による引き続きの飼養ができない場合等の条件はありますが、犬及び猫に

限り有料で引取りを行っております。 
 本市としては、健康状態等に問題がない動物については、譲渡を推進するとともに、引き

続き、保護収容動物の返還及び飼い主への適正飼養の啓発を行ってまいります。  
 また、飼い主のいない猫の去勢・不妊手術への助成については、引き続き、制度利用希望

者が必要な助成を受けられるよう工夫に努めてまいります。 
 また、譲渡会の会場確保支援については、譲渡活動支援団体に動物愛護ふれあいセンター

の会議室等を提供しております。 
  ・動物愛護指導事業（動物愛護ふれあいセンター）（飼い主のいない猫の去勢・不妊手

術費等助成） ５，７８０千円 
 
（６５）自殺者数が増加するなか、「自殺は個人ではなく社会の問題」との認識で、多チャ

ンネルによる相談体制の強化と自殺防止の啓発に努めること。 

（回答）保健衛生総務課 
 自殺対策に係る各種相談窓口については、心や体の相談窓口のほか、生活問題、経済問題

などに対応した様々な相談窓口を設置し、誰もが相談できるよう全庁を挙げて取り組んでき

ているところです。今後も、様々な分野で相談内容に応じた相談ができる支援体制を推進し

てまいります。 
 自殺対策に係る広報については、これまでにホームページや市報を始め、催事情報システ

ム、市公式ツイッター、市内サッカーチームのホームゲーム開催時における大型映像装置、

市立中学校３年生向けの啓発ノートの配付など様々な機会を捉え広報してまいりました。今

後も、ＳＮＳなど様々な手段を活用して広報することで、各世代に情報が届くよう効果的に

自殺対策を行ってまいります。 
  ・精神保健福祉事業（保健衛生総務課）（自殺対策推進事業） １，７０７千円 
 
（回答）こころの健康センター  
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 相談体制の強化については、生活上の諸問題や精神的な悩みを複合的に抱える市民の相談

に、弁護士会や司法書士会と連携して対応する相談会を実施してまいります。また、市民生

活に様々な形で接する職員等を対象に、自殺のリスクのある方への初期介入を学ぶ研修会を

開催し、支援者養成にも取り組んでまいります。 
 自殺防止への普及啓発については、ツイッターや市報等による情報発信や図書館を会場と

したイベント、市民向け講演会の開催、自死遺族向けのパンフレットの作成配布などに取り

組んでまいります。 
  ・精神保健福祉事業（こころの健康センター）（自殺対策推進事業） 
   １１，１５４千円 
 
（６６）「こころの健康センター」がひきこもり家族に寄り添った対応ができるよう、職員

のスキルアップに努めること。また、家族へのひきこもり相談支援を強化するため、家族会

との連携強化を図ること。 

（回答）こころの健康センター 
 ひきこもり状態にある方のご家族への相談支援については、ご家族がそれぞれ異なる事情

の中、悩みやつらさを抱えている事実を受けとめ、その心情に寄り添った対応が重要である

と考えております。引き続き、定期的な所内検討会を実施し、外部講師による技術支援や研

修受講の機会を設け、適切な対応ができるよう職員のスキルアップに努めてまいります。 
 また、ご家族の不安や孤立の軽減を目的とした家族向けのグループ事業については、家族

会の助言や協力を得ながら実施しております。その他、ひきこもり対策連絡協議会を設置し、

家族会をはじめ関係機関の方々と情報交換、意見交換を行っております。その上で、支援者

向け研修会の開催、家族支援を目的としたパンフレットを作成し、配布しております。引き

続き、家族会と連携を図りながら、ひきこもり対策推進事業に取り組んでまいります。 
  ・精神保健福祉事業（こころの健康センター）（ひきこもり対策推進事業） 

 ２,３９３千円 
 

（６７）災害時に備えライフラインが途絶えた状況下でも自立的に薬局としての機能を果た

し、被災者へ安全に医薬品を供給するための、モバイルファーマシーの導入を検討すること。 

（回答）生活衛生課  
 モバイルファーマシーの導入等については、災害時の地域医療における薬局機能の強化の

一つと考えており、基幹病院及びその他の医療関係者等との連携強化が必要不可欠なものの

ため、今後、さいたま市としてどのような形が望ましいか研究する必要があると考えており

ますが、基本的には広域行政もしくは、埼玉県や埼玉県薬剤師会等が所有すべきものと考え

ております。 
 
＜子ども未来局＞ 

（６８）産前産後の支援の拡充として、子育てヘルパー派遣事業を妊産婦がより利用しやす

い制度とするため、電子申請の導入や申請から派遣までの期間短縮など、妊産婦の孤立防止

と生活支援策として実効性のある制度になるように改善を図ること。 

（回答）子育て支援課 
 子育てヘルパー派遣事業については、利用者が事業所へ直接申し込みできるよう利用方法

を見直し、申込からヘルパー派遣までの期間短縮を図るなど、利用者の利便性の向上に取り

組んでおります。これに加え、子育て家庭の育児に対する、更なる負担軽減を図るため、１

歳未満の乳児を養育している家庭の利用できる日数を拡大してまいります。  
   ・子育て支援推進事業（子育てヘルパー派遣事業） ６，３６６千円 
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（６９）保育所の潜在的待機児童や「こども誰でも通園制度」への対応など、さいたま市ら

しい更なる保育環境の整備に努めること。 

①「こども誰でも通園制度」など新たな保育ニーズにも対応できるように、保育所を計画的

に整備するとともに、子育て支援センターを保育所内に設置できるようにすること。 

（回答）保育課、保育施設支援課 
 「こども誰でも通園制度（仮称）」については、保育所等に通っていない０歳から２歳の

子どもを対象に、子どもの育ちを応援し、家庭に対して支援を強化するため、制度の創設を

見据え、試行的事業を実施してまいります。   
また保育所併設型子育て支援センター事業については、現在市内５６施設で実施しており、

充足していると考えておりますが、「こども誰でも通園制度（仮称）」など今後の保育ニー

ズにより実施施設数の拡大を検討してまいります。  
・特定教育・保育施設等運営事業（保育課）（こども誰でも通園制度（仮称）の試行 
的実施） ２６，９２９千円  

・特定教育・保育施設等運営事業（保育施設支援課）（子育て支援拠点施設整備・運  
営事業） ２７０，４１７千円 

 
（回答）のびのび安心子育て課   
 認可保育所等の整備については、保育需要の更なる増加が見込まれる地域を中心に取り組

んでおり、令和６年４月１日に６３４人の定員増を行うとともに、令和７年度の開設に向け、

定員７５２人分の施設整備に対する助成を行う予定です。今後、保育需要が更に増えること

も予想されますので、引き続き、計画的な整備に努めてまいります。 
  ・特定教育・保育施設等整備事業（のびのび安心子育て課）（特定教育・保育施設の 

整備） １，５７６，６７７千円 
 
②保育士の処遇改善費補助事業を増額し、公私間の処遇格差の是正に取り組むこと。また、

宿舎借り上げ事業の上限年数見直しなどにより人材確保を推進すること。 

（回答）保育課、保育施設支援課 
 保育士の処遇改善費補助事業については、引き続き、国への要望及び国の動向を注視する

とともに、既存の市独自の雇用対策費補助金、職員処遇改善費補助金による給与の上乗せ補

助を実施してまいります。 
 また、保育士宿舎借り上げ支援事業、保育補助者雇上強化事業等を引き続き実施するほか、

新たに保育士奨学金返済支援事業を実施することにより、更なる保育士確保につながるよう

努めてまいります。 
 なお、保育士宿舎借り上げ支援事業の恒久化については、国へ要望しているところですが、

今後も様々な機会を通じて引き続き要望してまいります。 
  ・特定教育・保育施設等運営事業（保育課）（保育人材確保対策事業） 

１３，５９５千円 
  ・特定教育・保育施設等運営事業（保育施設支援課）（保育人材確保対策事業） 

２，０２１，６７０千円 
  ・認可外保育施設運営事業（保育人材確保対策事業） ２２，８７７千円の内数 
 
③保育中の事故がないよう保育士の更なる質の向上に取り組むこと。 

（回答）保育課、保育施設支援課 
 保育中の事故防止については、認可保育所等への午睡時やプール・水遊び時の抜き打ち立

ち入り調査、専門家を招いて保育関係団体と共同で実施する勉強会等を引き続き実施すると
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ともに、重大事故を防ぐために必要な備品等の経費に関する補助を引き続き実施してまいり

ます。 
 また、認可外保育施設には、通常の立入調査のほか、重大事故の発生しやすい午睡時やプ

ール・水遊び時に抜き打ち調査を実施して事故の防止を図るほか、認可外の居宅訪問型保育

事業者に対する集団指導研修を実施して、保育の質の向上に取り組みます。 
  ・特定教育・保育施設等運営事業（保育課）（保育の安心・安全対策推進事業） 
   ３２３千円 
  ・特定教育・保育施設等運営事業（保育施設支援課）（保育の安心・安全対策推進事 

業） ２，６５０千円 
  ・職員人件費（保育の安心・安全対策推進事業） ７，１３９千円 
  ・認可外保育施設運営事業（認可外保育施設の保育の質の確保・向上事業） 
   ６５８千円 
 
重点項目 

（７０）放課後児童クラブの待機児童解消と現場負担軽減を図ること。 

①転用可能教室など学校施設を活用した「放課後子ども居場所事業」の設置を推進し、待機

児童の受け皿拡大を図ること。その際、既存の放課後児童クラブの影響を緩和すること。 

（回答）幼児・放課後児童課 
 放課後子ども居場所事業については、令和６年度のモデル事業において丁寧な検証作業を

行い、しっかりと課題を把握し、運営方法について必要な見直しを行い、民設放課後児童ク

ラブ運営への影響も配慮した今後の事業展開について関係部局と連携し検討してまいりま

す。 
  ・放課後児童健全育成事業（放課後子ども居場所事業のモデル４校での実施） 

９０，１８６千円 
 
②民設の放課後児童クラブに対し、運営費、施設整備費や、物件確保などについて国基準を

参考に支援策を強化すること。 

（回答）幼児・放課後児童課 
 
 民設放課後児童クラブに対する運営支援については、国の制度等の変更に柔軟に対応し、

民設放課後児童クラブへの支援を拡充するため、令和４年度から委託実施基準の見直しを行

い、遊び及び生活の場の清掃等の運営に関わる業務や児童が学習活動を自主的に行える環境

整備などの育成支援の周辺業務を行う職員の配置等に必要な経費を支援する「育成支援体制

強化加算」を新設するなど、委託料の拡充に努めているところです。 
 引き続き、運営事業者との協議等を通じて運営に係る課題の把握に努め、保護者負担の軽

減と運営全体を捉えた支援について、検討してまいります。 
 また、令和５年度からは新たにクラブを設置するための改修経費に対する補助金の拡充を

行っており、今後も物件確保の支援に努めてまいります。  
  ・放課後児童健全育成事業（民設放課後児童クラブ運営委託事業） 
   ２，６９２，７９５千円 
  ・放課後児童健全育成施設整備事業（民設放課後児童クラブ整備促進） 
   ６１，７０２千円 
 
③放課後児童支援員の処遇改善、および支援員を確保するための求人費用を補助すること。 

（回答）幼児・放課後児童課 
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 放課後児童支援員の処遇改善については、民設放課後児童クラブ放課後児童支援員処遇改

善費補助金制度を平成２７年度に創設して以降、対象者や交付額の拡充に取り組んでまいり

ました。令和２年度からは、他職種との給与格差を踏まえて基本給改善加算の拡充を行って

おります。これに加え、令和４年２月からは月額９千円程度の賃金改善のための補助を実施

しており、令和６年度についても同様の支援を実施いたします。 
 引き続き、これらの制度の実績及び効果を検証し、国の補助金も活用しながら、放課後児

童支援員の処遇改善に取り組み、人材の確保及び経験豊富な支援員の定着の支援に努めてま

いります。 
 求人費用の補助については、各クラブの実態や指定都市における導入状況について研究し

てまいります。 
  ・放課後児童健全育成事業（放課後児童支援員等処遇改善事業） 

２３４，３１６千円 
 
④放課後児童クラブの保護者助成金による利用料前払いをなくし、保護者負担を軽減するこ

と。 

（回答）幼児・放課後児童課 
 民設放課後児童クラブ保護者助成金については、民設放課後児童クラブ及び保護者の利便

性等を考慮しつつ、その運用方法の見直しについて、検討してまいります。 
  ・放課後児童健全育成事業（民設放課後児童クラブ保護者助成金） 
   １３，４２１千円 
 
⑤利用料の公民格差を是正する措置を検討すること。 

（回答）幼児・放課後児童課 
 利用料金の公民格差是正については、令和４年度に行った委託基準の見直しにより、民設

放課後児童クラブに対する委託料を拡充することで、利用料金の軽減につながるよう努めて

いるところです。今後も保護者負担の軽減が図られるよう支援を行ってまいります。 
  ・放課後児童健全育成事業（民設放課後児童クラブ運営委託事業） 
   ２，６９２，７９５千円 
 
（７１）児童虐待防止の対策強化へ専門性を持った職員を増員し、児童相談所の体制強化を

引き続き図るとともに、警察など関係機関とのネットワークの強化を図ること。 

（回答）南部児童相談所 
 本市では、児童相談所を平成３０年２月に子ども家庭総合センターに移転、令和２年４月

には北部児童相談所及び南部児童相談所に分割し、年々増加する児童虐待相談件数に対応で

きるよう機能の充実を図ってまいりました。令和３年４月には南部児童相談所、令和４年４

月には北部児童相談所に初期対応を担う係を新設しました。また令和５年４月より北部、南

部ともに心理相談係を２係制としました。職員の増員については、児童福祉司５人、児童心

理司６人を増員いたしました。引き続き国から示されております児童福祉司の配置基準に基

づき、児童相談所の体制及び専門性の強化に務めてまいります。 
  ・児童相談等特別事業（南部児童相談所） ４７，０７９千円の内数 
  ・職員人件費（職員課）（児童相談等特別事業） ２０，０３５千円 
 
（７２）幼児の揺さぶり事案によって安易に児童虐待と認定されることがないよう、「揺さ

ぶられっ子症候群（SBS）」についての理解を深め、慎重に判断すること。 

（回答）南部児童相談所 
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 乳幼児の死亡や重篤な後遺症のリスクを考慮し、まずは児童の安全確保を第一優先として

対応しておりますが、機械的、画一的な児童虐待の認定は、事実を誤認するおそれがあるこ

とから、児童虐待、家庭内の事故の両面の可能性を含めて、慎重に調査するよう努めてまい

ります。 
 また、専門医による多角的な視点が重要と考えており、受傷起点や原因を調査するため、

通報があった医療機関とは別の機関等にセカンドオピニオンを依頼しております。 
・児童相談等特別事業（南部児童相談所） ４７，０７９千円の内数 
・職員人件費（職員課）（児童相談等特別事業） ２０，０３５千円 

  
（７３）紙おむつ、ウェットシート、液体ミルクを購入できる「子育て支援自販機」を各区

の子育て支援センターなどに設置し、全区に展開すること。 

（回答）子育て支援課、保育課 
 各区の子育て支援センター等への紙おむつ等を購入できる自動販売機の設置については、

令和５年度において「あいぱれっと」に設置しております。令和６年度については、「のび

のびプラザ大宮」内に設置を検討してまいります。 
 
（７４）離婚後の子どもの権利を守るために、養育費の立て替えや面会交流のコーディネー

トなどの支援に取り組むこと 

（回答）子育て支援課 
 養育費や面会交流等に関する相談については、ひとり親家庭のための法律相談において、

弁護士が相談に応じております。 
 また、ひとり親家庭の養育費の安定的な確保を支援するため、未払い養育費の立替支援事

業を実施してまいります。 
  ・ひとり親家庭等福祉事業（ひとり親家庭等法律相談事業） ５３５千円 
  ・養育費立て替え事業 ３，１３４千円 
 
（７５）社会的養護および社会的養護を離れたケアリーバーの子ども・若者への支援を強化

すること。 

①社会的養護の最終砦と言われる自立援助ホームの運営補助を行うこと。 

（回答）子ども家庭支援課 
 自立援助ホームの運営補助として、心理面から児童の自立支援を促進する目的として、心

理職員配置の助成する「児童養護施設退所児童等の社会復帰支援事業」を実施しています。 
 また、自立援助ホームにおける人材確保の観点から、児童指導員等の直接処遇職員の補助

を行う補助者を雇いあげることにより、直接処遇職員の負担軽減を図る「児童養護施設等体

制強化事業」の助成を実施しています。引き続き自立援助ホームの運営補助を実施してまい

ります。 
  ・社会的養育推進事業（児童養護施設退所児童等の社会復帰支援事業） 

 １，１５２千円 
  ・社会的養育推進事業（児童養護施設等体制強化事業） ５，３７３千円  
 
②体験就労受け入れ企業の拡大、受け入れ企業への支援を行うこと。また、経済団体と連携

した職業体験を実施すること。 

（回答）子ども家庭支援課 
 児童養護施設等退所者への支援として、埼玉県と共同で「児童養護施設退所者等アフター

ケア事業」を実施し、施設退所者等が気軽に立ち寄られる居場所「クローバーハウス」を運
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営しています。クローバーハウスでは、就労に向けた支援として、職業体験やセミナー等を

実施しております。 
・社会的養育推進事業（児童養護施設等退所児童への支援） ８，８４３千円 

 
③里親の負担軽減のため、レスパイト事業を実施すること。 

（回答）南部児童相談所 
 現在、児童を委託している里親家庭が一時的な休息のための援助を必要としている場合に、

児童を他の里親やファミリーホームを活用して児童の養育を行うレスパイト事業は実施し

ております。今後も、休息が必要な里親の負担軽減のため事業を継続してまいります。 
 
④施設で暮らす子どもが家庭的環境を体験できる「週末里親」、「季節里親」の制度を構築

すること。 

（回答）南部児童相談所 
 週末里親制度や季節里親制度については、施設入所児童が家庭的は養育を経験できること

の有用性は承知しております。一方で、児童と定期的に交流ができる引き受け手の確保など、

課題もあると認識しております。しかしながら、施設入所児童の家庭的養育を推進する方策

として、週末里親制度や季節里親制度の取り組みは有効と認識しておりますことから、今後、

他自治体の先進事例などを参考に、検討してまいります。 
 
⑤緊急に保護が必要になった子どもの緊急一次避難場所（子どもシェルター）を確保するこ

と。 

（回答）南部児童相談所 
本市では、遺児、虐待、放任等の理由により緊急に保護が必要となった場合に、一時保護

所において、児童の保護をおこなっております。規模につきましては、大規模ユニット定員

２２名、男子定員ユニット８名、女子定員ユニット８名、幼児定員ユニット６名の合計４４

名定員で構成されております。 
・一時保護所管理運営事業（南部児童相談所） ８８，１６８千円 
・職員人件費（職員課）（一時保護所管理運営事業（南部児童相談所）） 
３１，６０５千円 

 
（７６）育成支援対象の子どもが保育所に入所できるように、１：１加配の補助増額、また

すでに入所している児童にも１：１加配できるよう認定基準の緩和をすること。 

（回答）保育課、保育施設支援課 
 特別保育事業費補助金における障害児保育事業について、引き続き実施してまいります。 
 また、障害児保育における加配適用基準や取扱いについては、育成支援制度の見直しを含

めて研究してまいります。 
・特定教育・保育施設等運営事業（保育施設支援課）（障害児保育事業） 

   ７４９，１８６千円 
 
（７７）医療的ケア児だけでなく体調不良児にも対応できるよう、保育所への看護師配置や

栄養士の確保について十分な予算を確保すること。 

（回答）保育課、保育施設支援課 
 健康観察等を行う看護師の配置については、本市固有の事情ではなく制度として恒久的に

加配されるべきことから、引き続き国に対する提案・要望を行ってまいります。 
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 栄養士配置に係る費用については、公定価格において措置されておりますが、現行の栄養

士の配置基準を見直し、措置費においても必要な措置を講じるよう、21 大都市児童福祉主

管課長会議などを通じ、国へ要望してまいります。 
  ・特定教育・保育施設等運営事業（保育施設支援課） 

４６，９６９，２０３千円の内数 
 
（７８）国の基準に従って、幼保連携型、その他の認定こども園へ柔軟に移行できるように

すること。 

（回答）のびのび安心子育て課  
 本市では、近年の就学前児童数が減少傾向となっている中、保育需要が年々増加している

ことから、２号・３号認定の子どもの受入枠は不足しておりますが、１号認定の子どもの受

入枠は既に充足している状況にあります。そのため、子ども・子育て支援法に基づいて策定

している「第２期さいたま子ども・青少年のびのび希望プラン」においては、１号認定の子

どもの受入枠を増やさない計画としておりますので、１号認定の子どもの受入枠の増加を伴

う認可保育所から認定こども園への移行は、行っていないところです。 
 今後についても、需要と供給のバランスを考慮し、地域の実情に応じた教育・保育の提供

体制を整えてまいります。 
 
＜環境局＞ 

重点項目 

（７９）グリーンボンドや地域資源を最大限に活用し、低炭素化と持続的発展を両立する都

市として、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを推進すること。 

①ごみ発電や卒 FIT を活用した電力の地産地消を着実に進めることにより、災害時の電力確

保策の強化に取り組むこと。 

（回答）脱炭素社会推進課 
電力の地産地消については、公共施設への太陽光発電設備最大限導入のための調査を行っ

ています。また、ごみ発電力を始めとした地域の再エネを活用した電力の地産地消スキーム

を検討しています。令和６年度は、令和５年度に実施した調査・検討内容を踏まえ、事業実

施体制の構築を進めてまいります。 
  ・地球温暖化対策事業（ゼロカーボンシティ実現に向けた再生可能エネルギーの導入拡

大）（一部） １０，２４７千円 
 
②水素社会の到来を見越し、再生可能エネルギーで水素を製造・運搬・貯蔵・供給するなど

新たな技術を積極的に取り入れ低炭素社会の実現に取り組むこと。 

（回答）未来都市推進部、脱炭素社会推進課 
 設置を支援したオンサイトの水素ステーションを始め市内に４か所の水素ステーション

が設置されているほか、市民・事業者に対して水素燃料電池自動車の導入補助を実施してお

ります。また、九都県市として、水素社会の実現に向け国に対して要望を行ってまいりまし

た。これらの取組を継続していくとともに、国、九都県市及び企業の取組を通して、新たな

技術等の情報収集を進めてまいります。 
  ・環境未来都市推進事業 ３２，９８３千円の内数 
  ・地球温暖化対策事業（Ｅ－ＫＩＺＵＮＡ Ｐｒｏｊｅｃｔの推進）（一部） 

１３，８９８千円 
 
③公共施設への創エネ・省エネ・蓄エネを推進し、ZEB 化を進めること。 

（回答）脱炭素社会推進課 
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 公共施設への創エネ・省エネ・蓄エネの推進については、現在「さいたま市環境配慮型公

共施設整備方針」の見直しを行っており、令和５年度中に策定する予定です。改定内容とし

て、新設・建て替えにおいては、ＺＥＢ Ｒｅａｄｙ以上を原則とし、改修においては、省

エネ診断を実施することで環境に配慮した整備計画かつ費用対効果の高い設備更新を積極

的に促進するなどの公共施設の脱炭素化を図ってまいります。 
  ・地球温暖化対策事業（再エネ設備等の導入支援と公共施設の省エネ診断の実施）（一

部） １７，７５３千円 
 
（８０）管理不全となっている空き家等に対し、適切な管理や指導が行なえるよう取り組み

の強化を図ること。 

①特定空き家の解消に向け、条例に基づく行政処分の手続きを迅速に進めること。 

（回答）環境総務課 
 特定空家や管理不全な空き家等については、空家特措法や条例に基づく行政指導及び行政

処分の手続きを適切に実施することで、解消に努めてまいります。 
  ・空き家等対策事業 ５，５９０千円 
 
②空き家等の適正管理、地域交流施設やセーフティネット住宅などへの利活用促進に向け、

策定された「空き家等対策計画」を着実に推進するための部局横断的な体制を構築すること。

（市民局、建設局） 

（回答）未来都市推進部 
 岩槻駅周辺の都市機能強化と地域課題解決のため、空き家や空き店舗などを対象に含めた

リノベーションまちづくりに取り組んでまいります。 
  ・浦和美園・岩槻地域間成長発展事業（一部） ９，６７９千円 
 
（回答）環境総務課 
 部局横断的な体制については、これまでも実施してきた特定空家等対策庁内検討委員会等

に加え、空き家の発生予防や利活用の促進等、本市の実情に沿って策定した「第２次さいた

ま市空き家等対策計画」で定めた施策を着実に実施できる体制の強化に努めてまいります。 
  ・空き家等対策事業 ５，５９０千円 
 
（８１）管理不全となっている荒廃住居（いわゆるゴミ屋敷）の樹木、ゴミなどによる住環

境の悪化に対して、条例を制定し、解消に向けた必要な手続きを定めること。また、所有者

に対して必要な支援を行うこと。（福祉局） 

（回答）区政推進部、保健衛生総務課、こころの健康センター、福祉総務課、生活福祉課、

環境総務課、資源循環政策課 
 住居等における物の堆積等による不良な生活環境（いわゆる「ごみ屋敷」）への対応につ

いては、関係局区で、事例の検証、他自治体の取組状況等を踏まえ、検討を行い、令和６年

１月に、関係局区が協力・連携して取り組むための「不良な生活環境の解消等に関する要綱」

を定めました。 
 今後は、当該要綱に基づき、関係局区で協力・連携を図りながら、不良な生活環境の解消

等に取り組んでまいります。 
 
（８２）超高齢社会に備え、ふれあい収集の体制強化を図ること。また、現在、実施されて

いない粗大ごみについてもふれあい収集の対象とすること。なお、単身高齢者が自宅から粗

大ごみを外に出すことができない場合を想定し、サポート強化を検討すること。（福祉局） 

（回答）資源循環政策課、廃棄物対策課 
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 ふれあい収集については、今後加速する高齢化に対応するため、サービスの維持及び費用

対効果を踏まえ継続して検討してまいります。 
 なお、宅内等からの排出作業については、関係法令を踏まえ、他自治体の状況を確認し、

ふれあい収集のあり方を継続して検討してまいります。 
 
（８３）循環型社会の構築に向け、「３Rの推進」「食品ロス削減」「ごみ削減」を強力に

推進すること。 

①民間事業者と連携した食品ロス削減の取り組みを推進すること。 

（回答）資源循環政策課 
 「３Ｒの推進」及び「ごみ削減」については、第４次さいたま市一般廃棄物処理基本計画

に基づき各施策を強力に推進していきます。 
「食品ロス削減」については国の統計によれば、食品ロス発生量の約半分は事業系であるこ

とを踏まえ、本市では令和元年度から食品ロス削減に取り組む事業者と市で構成する「チー

ムＥａｔＡｌｌ」を立ち上げ、令和５年１０月末現在で３８社が参加しています。 
 このほか、余った食材を回収して地域の福祉施設等に寄付する「フードドライブ」の窓口

３３か所のうち２５か所は、民間事業者が運営を担っています。 
 食品ロス削減全国大会の開催を契機に醸成された本市と事業者、または事業者間の連携な

どを拡大、発展させ、引き続き食品ロス削減に努めてまいります。 
  ・廃棄物処理対策事業（資源循環政策課） ３３，５３９千円の内数 
 
②ごみ削減に向け、使用済み紙おむつやプラスチックのリサイクル事業について検討を進め

ること。 

（回答）資源循環政策課 
 使用済み紙おむつやプラスチックのリサイクルに関する取組みについては、市民の負担や

環境面、財政面で総合的に判断し、本市に見合う施策を検討し、効果を検証しつつ取り組ん

でまいります。 
  ・廃棄物処理対策事業（資源循環政策課） ３３，５３９千円の内数 
 
③生ごみコンポスト等の普及と、堆肥化のサイクルを確立すること。 

（回答）廃棄物対策課 
 たい肥化については生ごみ処理容器等購入費補助制度を通じて生ごみ処理機等の普及啓

発に努めてまいります。 
  ・リサイクル推進事業（生ごみ処理容器等購入費の補助） ５，３６０千円 
 
（８４）ゴミ置き場のカラス被害軽減のため、ネットボックスの普及を図ること。費用負担

なしで設置できる広告付きネットボックスについては、道路管理者、公園管理者と協議し、

設置を進めること。（都市局、建設局） 

（回答）廃棄物対策課、都市計画課、土木総務課 
 ネットボックスの普及を図ることについては、自治会を通じて、収集所の管理、清潔保持

等に要する費用の一部として衛生協力助成金を交付する中で対応して頂いており、民地内へ

の設置など規定の範囲において、引き続き、より多くの自治会に活用してもらうべく周知を

図ってまいります。 
 また、広告付きネットボックスについては、民地内への設置等の条件を満たして設置可能

な場合には、環境局及び都市局あてに所定の申請・審査が必要となることもあり、行政手続

き上の確認等が円滑に進められるよう、関係部局で引き続き連携を図ってまいります。 
  ・廃棄物処理対策事業（廃棄物対策課）（一部） ６６，４５６千円 
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（回答）都市公園課 
 ゴミ置き場は、都市公園法の第二条に記載されている「公園施設」、並びに第七条に記載

されている「占用物件」に該当しないため、公園内の設置を許可していません。そのため、

ネットボックスの設置は許可できません。 
 

＜経済局＞ 

（８５）都市基盤整備を最大限活かし、効率的に産業集積拠点を早期に整備することで企業

誘致を推進し、雇用の確保と地域経済の活性化を図ること。 

（回答）産業展開推進課 
 企業誘致の推進については、財政基盤の強化、雇用機会の創出及び地域経済の活性化を目

的に、「さいたま市産業立地基本方針」に基づき、官民連携による戦略的な企業誘致活動及

び環境整備を図り、企業の立地を促進してまいります。 
 その中で、新たな産業集積拠点の創出については、整備に向けた課題解消のための調査及

び検討の実施、地元組織に対する事業進捗に応じた各種支援や関係機関協議を進めてまいり

ます。整備に当たっては、企業誘致活動を通して企業進出ニーズや民間事業者等の意見を把

握しながら、民間活力を最大限に活用するとともに、経済動向に柔軟かつスピード感をもっ

て対応してまいります。 
  ・企業誘致等推進事業 ３５５，９２４千円の内数 
 
重点項目 

（８６）市内の中小・小規模事業者・ベンチャー企業の業績アップに向けたサポート強化を

図ること。 

①市内中小・小規模事業者には、資金融資や新規事業展開をサポートするため民間人材を活

用した伴走型支援に取り組むこと。 

（回答）経済政策課 
 市内事業者に対する資金融資や新規事業展開をサポートするための民間人材を活用した

伴走支援については、金融機関との連携により、各種制度融資を継続実施していくとともに、

民間人材を活用して社内の課題解決やＤＸ推進による経営革新に取り組む企業に対する伴

走支援など、引き続き総合的な支援を実施してまいります。 
  ・中小企業資金融資事業 ２９，２５０，４０９千円の内数 
  ・中小企業支援事業 ３３７，７００千円の内数 
 
②ベンチャー企業に対する支援策の充実を図るとともに、ユニコーン企業輩出の目標を設定

し、VC と連携したスタートアップ企業を育成するための包括的なサポート体制（エコシス

テム）を構築すること。 

（回答）経済政策課 
 ベンチャー企業に対する支援策については、創業者を対象としたサロンやセミナーの開催

等、支援内容の充実を図ってまいります。スタートアップ企業を育成するための包括的なサ

ポート体制の構築については、民間企業も参画する本市の創業支援等事業計画におけるネッ

トワーク活用した支援を引き続き実施するとともに、ＶＣ等の投資家との連携についても検

討してまいります。なお、ユニコーン企業輩出の目標を設定については、現在検討しており

ませんが、創業支援やスタートアップ支援を充実させることで、その輩出を目指してまいり

ます。 
  ・中小企業支援事業 ３３７，７００千円の内数 
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（８７）さいたま市が誇る地場産業・地域ブランドに対する支援を行うこと。 

①さいたま市の地場産業が培ってきたものづくり技術の継承に努めるとともに、新たな販路

開拓や地場産品の高付加価値化に向けた取り組み、次世代の担い手への支援を行うこと。 

（回答）商業振興課 
 ものづくり技術の継承については、本市の貴重な財産である伝統産業及び伝統産業事業所

を本市特有の地域資源として指定するとともに、その存在と魅力を冊子やウェブサイトによ

り発信してまいります。また、伝統産業委員会を開催し、伝統産業の活性化を図るための施

策について検討してまいります。 
  ・商工業振興事業（伝統産業活性化事業） １，９４６千円 
 
②地場産業・伝統産業を生かした体験やツアー企画等、インバウンド施策を推進すること。 

（回答）観光国際課 
 地場産業・伝統産業を生かした体験やツアー企画等、インバウンド施策については、高級

ホテルや主要駅等で展示や製作体験のワークショップを行うことなどにより、国内外の観光

客を対象にしたＰＲを拡充し、訪日外国人を含む新しい層を取り込むことでさいたま市への

誘客を促進します。 
  ・観光推進対策事業（インバウンド促進事業） １３，１８２千円 
 
③浦和のうなぎやさいたまスイーツ等、地域ブランドの育成・発信・市場開拓のサポートに

努めること。 

（回答）商業振興課 
 地域ブランドの育成・発信・市場開拓のサポートについては、本市の貴重な財産である伝

統産業及び伝統産業事業所を本市特有の地域資源として指定するとともに、その存在と魅力

を冊子やウェブサイトにより発信してまいります。 
 また、本市の地域資源である「さいたまスイーツ」を広くＰＲし、市内製菓工場（直売所）

や製菓店などと連携したキャンペーンやイベント等を実施するとともに、ウェブサイトやＳ

ＮＳを活用した情報発信を実施し、誘客の促進及び地域経済の活性化を図ってまいります。 
  ・商工業振興事業（伝統産業活性化事業） １，９４６千円 
  ・商工業振興事業（さいたまスイーツ等プロモーション事業） ７，１０９千円 
 
（８８）消費地に近いという利点を生かした新鮮な農産物の供給や農業体験等の場の提供、

災害に備えたオープンスペースの確保、やすらぎや潤いといった緑地空間の提供など、多様

な役割を見据えた都市農業の振興を図るため、農業交流施設を早期に整備すること。 

（回答）農業政策課 
 農業交流施設については、農の魅力を発信し、市内外からの来訪者を増やすため、市内農

産物の直売機能や観光農園等の情報発信機能等を備えた施設を整備してまいります。また、

整備に当たっては、民間活力を導入し、整備区域における魅力向上や賑わい創出を図るため、

公募設置管理許可制度（Ｐａｒｋ－ＰＦＩ）を活用します。 
 令和５年度は、整備・運営管理事業者の公募を行っているところであり、令和９年度の供

用開始を目指して引き続き取組を進めてまいります。 
  ・農業政策推進事業（農業交流施設整備事業） １０，１９５千円 
 
（８９）商店街が地域コミュニティの担い手として、地域住民の生活の利便性を高める取組

を支援するとともに、地域と一体となったコミュニティづくりを促進し、商店街の活性化や、

商店街を担う人材の強化に努めること。 
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①商店街における空き店舗を有効活用し、新規出店者や創業者のチャレンジの場や、地域活

性化のためのコミュニティの場を創出する支援策を講じること。 

（回答）商業振興課 
 空き店舗の解消及び商店街の活性化を図るため、地域コミュニティを充実させる事業や商

業機能を充実させる事業、チャレンジショップ等を実施する商店会等に対し助成を行うこと

で支援してまいります。 
 
②エネルギー・物価高騰による商店街の負担を軽減するため、商店街街路灯等電気料金補助

事業の補助率 10/10 を継続実施すること。 

（回答）商業振興課 
 商店会が維持・管理する街路灯の電気料に対する補助については、エネルギー・物価高騰

が商店街にもたらす影響を踏まえ、補助率引き上げを継続実施してまいります。 
  ・商店街振興事業（商店街街路灯等電気料補助事業） ３４，２９３千円 
 
③商店街の街路灯や防犯カメラについては公共性が高いことから、維持管理等に要する費用

助成を行うこと。 

（回答）商業振興課 
 商店会が維持・管理する街路灯や防犯カメラ等の施設については、ＬＥＤ街路灯照明の球

切れに伴うランプ交換に係る費用やその他改修に係る費用を一部助成してまいります。 
  ・商店街環境整備補助事業（一部） １９，１９４千円の内数 
 
（９０）デジタル地域通貨を活用し、地域活動、ボランティア活動、環境貢献活動などへ市

民参加を促すとともに、地元商店街の活性化に努めること。 

（回答）商業振興課 
 デジタル地域通貨の導入については、経済的な視点だけでなく、地域コミュニティを活性

化し、様々な地域活動の推進を図るため、多様なサービスを統合した市民のための統合型ア

プリとして一体的に構築し、活用してまいります。 
 ・市民アプリ活用事業 １，１４８，２７６千円 
 
＜都市局＞ 

（９１）新たな防災機能を付加する広域防災拠点の整備を急ぐとともに、延焼リスクの高い

密集市街地への防災広場の整備を図ること。 

（回答）都市公園課、都市総務課 
現在、広域防災拠点を補完する防災機能を有する都市公園として「さいたまセントラルパ

ーク」の整備を推進しており、「農業振興地域整備計画の変更」、「見沼田圃土地利用の承

認」、「都市計画変更」、「都市計画事業認可」の手続が完了し、現在、用地取得に着手し

ているところです。 
防災広場の創出については、他都市の事例を参考に、地区住民のニーズや地域特性を踏ま

えつつ、効果等を検証し、関係部局と調整を図りながら検討してまいります。 
 ・都市公園等整備事業（都市公園課）（大規模公園の整備推進） 

   １，２１８，２２６千円の内数   
  ・都市政策事業（災害に備えるまちづくりの推進） ２５，７２０千円の内数 
 
重点項目 

（９２）AI デマンドバスや自動運転の実証運行の対象区域を全市に広げて検討を進め、ラ

ストワンマイルの市民の足としての実用化に取組むこと。 



- 41 - 
 

（回答）交通政策課 
 岩槻区で実施中のＡＩデマンド交通の実証実験については、令和３年４月から継続して実

施しているところです。コロナ禍の影響により、利用が低迷していたため、検証や分析を行

うのに十分なデータを取得できていないことから、引き続き検証を進めるとともに、今後、

高齢者等の外出・公共交通の利用促進に関する施策の検討を行い、広く市民が利用しやすい

交通環境の充実に向け、取り組んでまいります。 
  ・交通政策事業（高齢者等の外出促進策の検討とＡＩデマンド交通の実証実験の実施） 

４１，２０８千円の内数 
  ・バス対策事業（コミュニティバス等の導入及び改善支援） ６，９９７千円の内数 
 
（９３）東日本の玄関口として、機能強化並びに魅力創出に努めるとともに、持続可能都市

としての基盤整備に努めること。 

①大宮駅グランドセントラルステーション構想の早期実現に取り組むこと。 
（回答）東日本交流拠点整備課 
 大宮駅グランドセントラルステーション化構想の早期実現については、令和２年度末に公

表した大宮ＧＣＳプラン２０２０に基づき、個別プロジェクトの事業化検討や全体事業調整

を進めてまいります。 
  ・大宮駅周辺地域戦略ビジョン推進事業（東日本交流拠点整備課） 

１０２，９９５千円 
 
②連鎖型まちづくりを進めるにあたって、旧大宮区役所および市民会館おおみやなどの跡地

の利活用を含め、にぎわい創出機能を検討すること。特に、大宮小学校と一体となった旧区

役所の「駅前賑わい拠点」づくりに向け、早期に結論を出すこと。 

（回答）大宮駅東口まちづくり事務所 
 大宮駅東口周辺地区の公共施設再編については、全体方針を各エリアごとに具体化した実

施方針の策定に向け、調査・検討を行ってまいります。 
  ・大宮駅周辺地域戦略ビジョン推進事業（大宮駅東口まちづくり事務所）（大宮駅東 

口公共施設再編の推進） ６，８７５千円 
 
③都市再生緊急整備地域の指定を生かして、大宮・新都心エリアの再整備を早期に推進する

こと。 

（回答）都心整備課  
 都市再生緊急整備地域については、高次の都市機能の集積や災害に強い強靭な都市基盤の

形成が、民間のノウハウや活力により、スピード感をもって行われるよう、制度の周知等を

行うとともに、民間事業者から地域整備方針に則した良好な提案がなされた際は、引き続き、

必要な支援を行ってまいります。 
 
④バスタ大宮を早期に実現すること。バスタ大宮と大宮駅の利便性向上を見据え、南口改札

の設置を検討すること。 

（回答）交通政策課 
 （仮称）バスタ大宮については、令和３年４月に立ち上げた「大宮駅西口交通結節点事業

計画検討会」での議論を踏まえ、早期事業計画の策定に向け国との調整を実施してまいりま

す。 
 
⑤防災の視点も考慮し、大宮駅周辺の地下空間の活用も検討すること。 

（回答）東日本交流拠点整備課 
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 防災の視点も考慮した大宮駅周辺の地下空間の活用については、令和２年度末に公表した

大宮ＧＣＳプラン２０２０では、まちづくりガイドラインの都市空間形成の目標として「安

心・安全の要となるまちをつくる」こととしております。引き続き、地下空間の活用の可能

性も検討しながら災害に強いまちづくりの実現を目指してまいります。 
  ・大宮駅周辺地域戦略ビジョン推進事業（東日本交流拠点整備課） 
   １０２，９９５千円 
 
⑥新市庁舎移転、首都高速さいたま新都心線延伸を見据え、さいたま新都心駅を経由した浦

和美園駅－大宮駅を結ぶ東西交通ルートの整備など、市の中心拠点にふさわしいまちづくり

を進めること。 

（回答）交通政策課 
 東西交通大宮ルートの整備については、持続可能な公共交通の実現と早期の効果発現を目

的に第１段階として既存のバス路線を含めた多数の東西軸の強化策の検討を進め、次の段階

として、段階的なＬＲＴ化等に向けた検討を進めてまいります。 
  ・交通政策事業（地域公共交通施策検討調査） ３４，７９３千円の内数 
 
⑦桜木駐車場用地活用事業を速やかに実現し、大宮駅西口デッキと連結すること。 

（回答）東日本交流拠点整備課 
 桜木駐車場用地活用事業に係る事業者公募を実施し、優先交渉権者を決定しました。引き

続き用地活用事業の実現に向け取り組んでまいります。 
  ・桜木駐車場用地活用事業（東日本交流拠点整備課） ６，３４１千円 
 
（回答）大宮駅西口まちづくり事務所 
 大栄橋西交差点の現状を踏まえ、まちの回遊性や歩行者の安全性確保の観点から、大栄橋

西交差点までの区間について、デッキの延伸の実現可能性を検討しております。桜木駐車場

用地活用事業の具体化に応じて、桜木駐車場用地までの延伸についても検討してまいります。 
 
重点項目 

（９４）新大宮上尾道路の沿道や地下鉄７号線の延伸ルートなどの市街化調整区域を市街化

編入することや、大宮駅の高度化、新市庁舎整備などの都市基盤整備効果が最大限に発揮で

きるよう戦略的・計画的に都市計画を見直すこと。 

（回答）都市計画課  
 市として政策的に取り組んでおります地下鉄７号線延伸に伴う中間駅周辺のまちづくり

や産業集積拠点などのプロジェクトについては、戦略的に都市計画を活用してまいりたいと

考えております。 
なお、本市の市街化編入の基準として、新市街地につきましては、総合振興計画等に拠点と

しての位置づけがなされており、かつ、市街地整備事業等により、計画的な市街化が見込ま

れる区域としております。 
 市街化編入による影響につきましては、併せて実施されます市街地整備事業等によりまし

て、安心・安全なまちが形成できること、また、土地利用が図りやすくなることから、税収

や人口の増加も見込まれるものと考えておりことから、各種プロジェクトを積極的に推進し、

戦略的また計画的に都市計画を活用してまいりたいと考えております。 
  ・都市計画推進事業（都市計画マスタープラン推進事業） ２８，５５４千円の内数 
 
（９５）快適な都市空間整備を目指し区画整理の早期推進を図るために予算の重点配分をお

こなうこと。 
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（回答）市街地整備課、区画整理支援課、日進・指扇周辺まちづくり事務所、浦和東部まち

づくり事務所、東浦和まちづくり事務所、与野まちづくり事務所、岩槻まちづくり事務所、

大宮駅西口まちづくり事務所 
 土地区画整理事業については、早期完了に向け、より効率的な事業計画及び資金計画の見

直し等を行うとともに、引き続き権利者との合意形成及び財源の確保に努めてまいります。 
  ・土地区画整理事業に要する経費 ９，８３４，１２８千円 
 
重点項目 

（９６）快適で人に優しいまちづくりを推進するため、バリアフリー化やウォーカブルシテ

ィの推進に努めること。 

①バリアフリー基本構想に基づく、重点整備地区の整備を着実に推進すること。 

（回答）交通政策課、福祉総務課 
 「さいたま市バリアフリー基本構想」に基づく重点整備地区については、特定事業の進行

管理及びバリアフリーに関する啓発等のソフト施策を展開し、引き続きバリアフリー化を推

進してまいります。 
  ・交通バリアフリー推進事業（バリアフリー基本構想推進分析）  

５，４３０千円の内数 
 
②超高齢社会を迎えた今、安全で快適な歩行空間の創出が求められている。そのために、歩

き疲れたらいつでも休憩できる屋根付きのまちなかベンチの設置を推進すること。また、バ

ス停への屋根の設置を推進すること。 

（回答）都市総務課、交通政策課、道路環境課、土木総務課 
 まちなかベンチの設置については、国が推進している「居心地が良く歩きたくなるまちな

か」の視点を取り入れたまちづくりを進めてまいります。 
 また、バリアフリー基本構想の重点整備地区において、ベンチの適切な配置について、各

種事業者と検討してまいります。 
 さらに、道路状況や歩道幅員、沿線住民の意見を考慮しつつ設置の可否について検討する

とともに、道路管理者以外の事業者がベンチや上屋を設置する場合は、地域の実情や公益上

の妥当性等を踏まえ、占用許可を行ってまいります。 
 
③自転車通行帯の整備や歩道の段差解消により、「自転車のまちさいたま」の魅力を強化す

ること。 

（回答）道路環境課 
 交通管理者等の関係機関と連携し、自転車通行環境整備を推進してまいります。 
  ・交通安全施設整備事業（自転車通行環境整備事業） ３３５，０００千円 
 
（９７）全ての市民が憩えるインクルーシブ公園を設置するとともに、既存公園のバリアフ

リー化を推進すること。 

（回答）都市公園課、南部公園整備課 
 インクルーシブ公園については、現在、与野中央公園の一部で導入に向けた検討を進めて

いる状況です。 
 また、公園のバリアフリー化の推進については、新規公園においては、「さいたま市だれ

もが住みやすい福祉のまちづくり条例」に基づき推進をしておりますが、既存公園において

は、今後、研究してまいります。 
 
（９８）都市基盤の整備を推進し、市民生活の利便性向上を図ること。 



- 44 - 
 

①首都高速大宮線の延伸区間の早期整備、および首都高速新都心線の延伸を推進すること。 

（回答）広域道路推進室、都市経営戦略部 
 首都高速大宮線の延伸区間については、事業化区間の早期完成や未事業化区間の事業着手

について、積極的に要望してまいります。また、首都高速新都心線の延伸については、概略

計画の検討や地元調整など、国・県・市で連携を図りながら積極的に取り組んでまいります。 
  ・広域道路推進事業（広域道路推進事業） ４，３３８，０３７千円の内数 
 
②LRT 等、中量軌道システムにより東西交通の整備を推進すること。 

（回答）交通政策課 
 東西交通大宮ルートの整備推進については、持続可能な公共交通の実現と早期の効果発現

を目的に第１段階として既存のバス路線を含めた多数の東西軸の強化策の検討を進め、次の

段階として、段階的なＬＲＴ化等に向けた検討を進めてまいります。 
  ・交通政策事業（地域公共交通施策検討調査） ３４，７９３千円の内数 
 
③新大宮バイパス主要交差点のアンダーパス化を推進すること。 

（回答）広域道路推進室 
 新大宮バイパス主要交差点のアンダーパス化については、市が整備する交差道路の進捗に

合わせて整備を進めていただけるよう、国に要望してまいります。 
 
（９９）「スマート・ターミナル・シティさいたま実行計画」を社会実装の段階へと移し、

高齢者にも配慮したさいたま市版 MaaS（ライフサポート型 MaaS）を早期実現すること。 

（回答）都市総務課  
 スマートシティの社会実装とＭａａＳの早期実現については、令和３年３月から実施して

いるシェア型マルチモビリティの実証実験の効果検証を行うとともに、市内における事業継

続性に関する調査・検証を実施しているところであり、今後もＭａａＳの早期実現に向けて

取り組んでまいります。 
  ・都市政策事業（スマートシティに向けたモビリティサービスの拡充・展開） 

２９，８１１千円の内数 
 
＜建設局＞ 

（１００）まちの防災力強化、道路機能強化、景観向上等の観点からも、生活道路も含めた

無電柱化を推進すること。 

（回答）道路環境課 
 現在、防災上の重要な道路やバリアフリー経路等において電線共同溝整備を推進しており

ます。 
 平成３１年３月に策定した「さいたま市無電柱化推進計画」に基づき、電線共同溝整備を

推進してまいります。 
  ・交通安全施設整備事業（無電柱化推進事業） ７４５，２２９千円 
 
重点項目 

（１０１）総合的な浸水対策による安全・安心なまちづくりの推進を図ること。 

①荒川や中川・綾瀬川の流域治水プロジェクトに積極的に参加し、官民連携でハード・ソフ

ト両対策を実施し、浸水被害の軽減に邁進すること。 

（回答）河川課 
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 国が開催する一級水系の流域治水協議会に引き続き参加し、県や近隣自治体と連携し、情

報共有を図ってまいります。市内部についても流域治水の趣旨を踏まえ、関係課と意見交換

し、ハード・ソフト両面を併せた浸水対策を進めてまいります。   
・河川改修事業 ２，０９０，９８０千円の内数 

 
②慢性的浸水被害地域において、調整池、雨水貯留管、側溝整備など排水機能の強化を図る

こと。 

（回答）下水道計画課 
 慢性的な浸水被害地域については、浸水被害の発生状況や市民要望などを踏まえて「整備

促進エリア」を選定するなど優先順位を定め、関係部局と連携を図りながら効果的な対策を

進めてまいります。 
  ・下水道浸水対策事業 ３，１５８，４５０千円の内数 
 
③IOT を活用した下水・雨水管の見える化による内水上昇の早期検知と、LINE による市民周

知の迅速化を図ること。 

（回答）河川課、下水道維持管理課、下水道計画課 
 内水上昇の早期検知と市民周知の迅速化を図ることについては、さいたま市水位情報シス

テムにおいて、浸水被害に対する市民の自助・共助に適した情報の提供を目的としているこ

とから、適切な保守・運用に努めます。併せて、本システムについて引き続き市民への周知

を図ってまいります。 
  ・河川維持管理事業 ７３２，８２７千円の内数 
  ・ポンプ場維持管理事業 ９２５，３０２千円の内数 
 
④荒川第二・第三調節池の整備を進めるとともに、バーベキューやスポーツ、ドッグランな

どが楽しめる水辺空間の創出すること。 

（回答）河川課 
 荒川の治水安全度の向上のため、荒川第二・三調節池の整備について今後も積極的に国に

要望してまいります。 
 
（回答）都市公園課 
 本市では、国・県・市で構成する「荒川第二・第三調節池利活用行政連絡調整会議」にお

いて、水辺空間の利活用に向けた課題整理や今後の進め方などについて意見交換していると

ころです。引き続き、国・県と調整を行いながら、バーベキューやスポーツ、ドッグランな

どが楽しめる水辺空間の創出を目指してまいります。 
 
（１０２）新たな住宅セーフティネット制度の住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録を進め

るため、家賃補助と契約時の債務保証料の補助をセットで導入すること。 

（回答）住宅政策課 
 家賃債務保証料の補助については、平成３０年度に制度を創設いたしましたが、これまで

活用実績がない状況となっております。家賃債務保証料と家賃補助をセットで導入すること

は、相乗効果により住宅確保要配慮者専用住宅の登録を進めることに対し有効であると考え

ておりますが、国により令和５年度に債務保証料補助の対象が専用住宅から登録住宅全体に

拡大等されたことから、本市においても活用実績を上げるため、他指定都市の実施状況を参

考にしながら補助対象の見直しの検討をしてまいります。また、引き続き専用住宅の登録の

確保に努め、家賃補助制度についても国や他指定都市の動向等を注視しながら導入の検討を

してまいります。 
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（１０３）「暮らしの道路整備事業」や「スマイルロード整備事業」について一層の進捗を

図るとともに整備完了までの期間短縮を図ること。 

（回答）道路環境課 
 暮らしの道路整備事業やスマイルロード整備事業については、申請受理から早期に工事着

手できるよう、引き続き整備を進めてまいります。 
  ・道路維持事業（スマイルロード整備事業） ２，５５３，１２０千円 
  ・道路整備事業（暮らしの道路整備事業） ６５３，３７９千円 
 
（１０４）蓋かけされていない狭隘道路の側溝について、交通量の多いところや子どもの通

学路になっているところなど転落の危険があるところは「暮らしの道路整備事業」の実施を

待たずに蓋かけの検討を行うこと。 

（回答）道路環境課、学事課 
 通学路において、転落の危険がある箇所については、安全点検の結果、整備が必要と認め

られる場合、交通安全対策を検討してまいります。 
 
（１０５）老朽マンション等の既存建築ストックについて、国の「優良建築物等整備事業（既

存ストック再生型）」を活用して、バリアフリー化や省エネ改修等、居住ニーズに沿った総

合的な再生支援制度を創設すること。 

（回答）住宅政策課 
 優良建築物等整備事業（既存ストック再生型）を活用したバリアフリー化等再生支援制度

の創設については、対象事業数が多数あることや事業費が多くかかることから、課題が大き

いものと考えております。 
 他市の状況等も調査し、他の支援策も含め研究してまいります。 
 
重点項目 

（１０６）公共工事の情報共有システム（ASP）の導入をはじめとした、工事分野の DX をす

すめること。（都市局・建設局・水道局） 

（回答）技術管理課、水道施設建設課 
 公共工事の工事情報共有システムの導入については、令和５年度より、電子メールや工事

情報共有システムを活用した工事書類の情報共有を開始しました。その他の業務効率化の取

組として、リモートによる現場立会い等を行う「建設現場の遠隔臨場」の試行を令和４年６

月より実施しているところです。引き続き、社会情勢の変化に柔軟に対応し、デジタル技術

を活用して、建設工事現場におけるＤＸを関係部局で連携し進めてまいります。 
   ・技術基準・技術管理事業（工事監理業務デジタル化） ６８５千円 
 
（１０７）マンション管理適正化条例を制定し、同時に、マンションの実態を把握するため

「マンション登録制度」を創設すること。また、マンション管理相談業務の有償化、および

今後管理計画認定を受けるマンションが増えることから、認定事務支援法人の指定を検討す

ること。 

（回答）住宅政策課 
 令和５年２月に「さいたま市マンション管理適正化推進計画」を策定したことから条例の

制定は考えておりません。 
 マンションの実態把握するための登録制度は創設しませんが、定期的かつ継続的なマンシ

ョン実態調査等による把握をしてまいります。 
 また、マンション管理相談業務の有償化については、今後、相談体制や相談種別の傾向、

他の都市の取組み状況も踏まえ、今後の相談会の運営体制も含め検討してまいります。 
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 認定事務支援法人の指定については、管理計画認定手続きの中で専門家の事前確認を行っ

ており、職員の事務負担の軽減は図れておりますので、現在のところ検討していない状況で

すが、今後の認定状況等を鑑みて、研究してまいります。 
 

＜消防局＞ 

（１０８）災害時におけるドローンの有効活用のため操縦士の人材育成や夜間飛行訓練など

より一層の取り組みを進めること。 

（回答）警防課 
 操縦士の人材育成については、ドローン講習団体が行う研修への参加や内部認定制度に基

づいた教育訓練を継続的に行い、体制強化を進めてまいります。 
 ドローンの運用時間帯については、関係法令やガイドラインに従い、原則日照時間内とし

ておりますが、他自治体の取り組み状況について情報収集に努めてまいります。 
  ・警防業務推進事業 ５７，４６５千円の内数 
 
（１０９）増加を続ける救急出動件数に鑑み、生命に関わる緊急性の高い患者の迅速な救急

搬送体制を確保するため、ファストドクターとの連携事業や、人員体制の強化、救急電話相

談＃７１１９をはじめとした救急需要対策に継続して取り組むこと。 

（回答）消防企画課 
 人員体制の強化については、「さいたま市消防力整備計画」に基づき、令和６年度中の増

員を予定しております。 
  ・消防力等の体制強化（植竹出張所救急自動車増強事業）（一部） ４６９千円 
 
（回答）救急課 
 救急需要対策の取組については、症状に関する問い合わせ先等を掲載した「１１９救急ガ

イド」や「救急受診ガイド」の利用促進をはじめ、埼玉県救急電話相談（＃７１１９）など

救急車の適正利用に関する各種広報についてＳＮＳ等を活用し実施しており、引き続き救急

需要対策に取り組んでまいります。 
  ・救急業務推進事業（救急受診ガイドｗｅｂ掲載料） １７２千円 
 
重点項目 

（１１０）5G 技術を活用した救急搬送の高度化を進め、適切な処置までの大幅な時間短縮

と救命率の向上に取り組むこと。また、導入に当たっては、救急車・ドクターカー・救急指

定病院等との連携強化に取り組むこと。 

（回答）救急課、救急指導室 
 ５Ｇ技術の導入については、救急隊が使用するスマートフォンを５Ｇ対応機種に更新予定

です。ＩＣＴ技術を活用した救急業務の高度化については、総務省消防庁において研究が行

われ、導入効果を含め検討が進められているところです。今後も国や県の動向を注視し、引

き続き、医療機関をはじめとする関係各所と連携を図りながら、ＩＣＴ技術を活用した救急

業務の高度化を進め、救急活動時間の短縮と救命率の向上に取り組んで参ります。 
  ・救急業務推進事業（救急隊スマートフォン賃貸借） １，２６５千円 
 
（１１１）消防団の器具点検・出欠のデジタル化を推進し、負担軽減に努めること。また、

運営交付金の使途を拡大し、通信費やデジタル機器の購入費用に充てられるようにすること。 

（回答）消防団活躍推進室 
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 消防団の器具点検・出欠のデジタル化については、作業の効率化及び消防団員の負担軽減

を図るため、他自治体の取り組み状況について情報収集を行います。また、運営費交付金の

使途については、情報セキュリティの確保など諸課題について検討してまいります。 
  ・消防団運営事業 ２４７，７５５千円の内数 
 
＜水道局＞ 

（１１２）安全でおいしい水道水の供給を確保するため、より積極的に貯水槽の適正な管理

について啓発を推進すること。 

（回答）給水装置課 
 貯水槽の適正な管理に関する啓発については、さいたま市水道事業中期経営計画（２０２

１－２０２５）における主要事業となっており、毎年１回以上の清掃・点検を実施するよう

に啓発文書を発送してまいります。また、小規模貯水槽水道の設置者に対しては、希望のあ

ったものについて訪問点検を実施することにより安全な水道水を確保できるよう取り組ん

でまいります。 
  ・貯水槽水道管理啓発事業 ３３，８５９千円 
 
（１１３）水道スマートメーターの導入による経費削減に努めるとともに、あわせて単身高

齢世帯の見守り強化に努めること。（福祉局） 

（回答）高齢福祉課 
 在宅のひとり暮らし高齢者で慢性疾患等により日常生活において常時注意を要する方に、

緊急通報機器を貸与し、家庭内の事故等による通報や身体状況の不安等の相談に 24 時間体

制で応じているところですが、効果的な緊急通報システムの在り方については、指定都市、

近隣市等を参考にしながら研究を進めてまいります。 
  ・在宅高齢者支援事業及び地域支援任意事業（ひとり暮らし高齢者等あんしんコールセ

ンター相談事業） ４２，７６２千円 
 
（回答）営業課 
 水道スマートメーターの導入については、実証実験を実施します。 
  ・営業事務事業（一部） １６，２８７千円 
 
重点項目 

（１１４）さいたま市の約９割を占める水道水の水源である河川水（利根川・荒川水系）に

ついては、高度浄水システム導入の早期実現に努めること。 

（回答）水道総務課 
 高度浄水処理の導入については、すべての県営浄水場（５か所）に対して、早期に高度浄

水処理施設を整備するよう、県内すべての水道事業体で組織する「埼玉県営水道用水購入団

体等連絡協議会」を通じ、これまでも意見交換、要望を行ってきました。平成２２年度から

は、新三郷浄水場にて高度浄水処理施設が稼働しておりますが、大久保浄水場においても整

備事業計画通りに供給を開始し、かつ残る浄水場にも早期に施設整備がなされるよう、引き

続き要望してまいります。 
 
（１１５）近年、有害性が指摘される有機フッ素化合物（PFAS）が基準値を超えて検出され

る事案が増えていることから、国の調査に協力し、早急な実態把握に努めるとともに、汚染

が確認された場合には汚染源を特定し、拡散の抑制策を講じること。 

（回答）水質管理課 
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 有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）については、浄・配水場から送り出す水道水及び自己水源

として所有する井戸水について、ＰＦＡＳの一種で水質管理目標設定項目であるＰＦＯＳ及

びＰＦＯＡの定期検査を令和３年度より開始し、その実態把握に努めております。これまで

実施した全ての検査結果で目標値を下回っており、検査結果に問題はありませんでした。 
 今後については、当該物質の検査を継続し、確実な監視体制を維持するとともに、国や埼

玉県等の調査が行われる場合には協力してまいります。また、水源の汚染が認められた場合、

汚染源の特定・拡散抑制策等については、環境局を始めとする関係部局と連携して対応して

まいります。 
  ・水質検査事業 １９６，９６９千円の内数 
 
（１１６）夜間料金（オフピーク料金）を設定することで、水道管の老朽化を防ぎ、利用者

負担の軽減に努めること。 

（回答）営業課 
 夜間の時間帯における使用水量の計量は困難のため、夜間料金（オフピーク料金）につい

ては、現在のところ予定はありません。 
 
＜教育委員会事務局＞ 

（１１７）学校施設の改築・改修にあたって、アクティブラーニングやインクルーシブ教育、

ICT の活用など新たな学びの環境整備を図るとともに、地域や社会と連携する共創空間を創

出し、次世代に引き継ぐことのできる魅力ある公共施設とすること。 

（回答）学校施設整備課 
 学校施設については、令和４年３月に文部科学省から「新しい時代の学びを実現する学校

施設の在り方」が示されたことを受け、「学校施設リフレッシュ基本計画」に基づく工事の

際に、未来を見据えた公共施設の在り方を踏まえ、安心・安全で魅力ある学校施設の整備に

努めてまいります。 
  ・小学校施設等整備事業（学校施設リフレッシュ推進事業） 
   ７，００８，８２８千円の内数 
  ・中学校施設等整備事業（学校施設リフレッシュ推進事業） 
   ３，１５１，７９６千円の内数 
 
重点項目 

（１１８）学校や公民館のトイレの洋式化を早急に進め、市民ニーズにこたえること。特に

洋式トイレのない公民館については、別途予算を確保し、検討すること。 

（回答）学校施設管理課 
 学校トイレについては、大規模改修工事により洋式トイレの整備を実施し、学校トイレの

洋式化を推進してまいります。 
  ・小学校営繕事業（学校トイレ洋式化推進事業） ７３，６１８千円 
  ・中学校営繕事業（学校トイレ洋式化推進事業） ４２，５４４千円 
 
（回答）生涯学習総合センター 
 公民館のトイレについては、公民館施設リフレッシュ計画に基づき計画的に進めるととも

に、洋式化の前倒しについても検討してまいります。 
  ・公民館安心安全整備事業 １，０３６，８９２千円 
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重点項目 

（１１９）子育て世帯の教育費負担を軽減するため、市立学校における給食費無償化につい

て第 3子以降の無償化から段階的に推進すること。 

（回答）健康教育課 
 本市の学校給食は、小・中・中等教育学校（前期課程）全校への給食室整備やすべての学

校に栄養教諭等を配置することで、独自の献立を提供する完全自校給食化を実現しておりま

す。そのことにより、あたたかくおいしい給食の提供はもちろん、シェフ給食や地元の方を

招いた給食の実施など、様々な食育に関する教育活動を展開しているところです。 
 第３子以降の給食費無償化の実施にあたっては、財政面や人員配置等を含めた制度設計に

ついて研究していかなくてはならないものと認識しておりますが、現時点では、第１子、第

２子にかかわらず経済的な理由で学校給食費の支払が困難なご家庭につきまして、就学援助

制度の適用により学校給食費を市が全額負担してまいりたいと考えております。 
 
重点項目 

（１２０）不登校の児童・生徒や、十分な教育を受けられないまま中学校を卒業した生徒、

外国籍の児童・生徒も含めた幅広い層に学びの機会を提供するため、不登校特例校、および

夜間中学校の設置について併設施設も含めて検討すること。 

（回答）総合教育相談室  
 現在、Ｇｒｏｗｔｈにおいて、メタバース空間での学びの提供や、先端技術を不登校児童

生徒への支援に活用した実証研究に取り組んでおります。引き続き、さいたま市らしい学び

の多様化学校（いわゆる不登校特例校）の在り方も含めて、検討を重ねてまいります。 
・教育相談推進事業（Ｇｒｏｗｔｈの充実と「学びの多様化学校」の設置検討） 

  ２４，００５千円の内数 
 
（回答）教育政策室、学事課  
 夜間中学校につきましては、本市も参画する「埼玉県中学校夜間学級関係市町村連絡協議

会」の協議を経て、平成３１年度に川口市に夜間中学校が設置されました。現在、本市の市

民も在籍し、経費の応分負担をしております。令和６年度には、同校は新校舎へ移転し定員

拡充が図られる予定と伺っています。引き続き、自治体間連携の仕組みを活用しながら、夜

間中学校の在り方について研究を進めてまいります。 
 
（１２１）学校に来ても教室に入れない子どもたちの居場所を確保するため、校内フリース

クール（仮称 ソラルーム）を早期設置すること。 

（回答）総合教育相談室  
 登校しているものの教室に入れない子どもたちの居場所の確保として、令和５年度より開

設準備を進めており、令和６年度から市立小・中・中等教育学校（前期課程）に「Ｓｏｌａ

るーむ」を開設することになっております。各学校の実態に応じて、その形態は様々ではあ

りますが、「Ｓｏｌａるーむ」という共通の名前の居場所を作ることにより、子どもたちが

いつでも安心して過ごせる場の確保に努めてまいります。 
  ・教育相談推進事業 ５０９，０４５千円の内数 
 
（１２２）ネット依存やネットいじめ、SNS を通じたグルーミングによる性犯罪被害など、

子どものインターネット利用をめぐる様々な問題が発生していることから、ネットリテラシ

ーの向上に努めること。 

（回答）指導２課、教育研究所 
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 いじめ問題については、さいたま市いじめ防止対策推進条例に基づき、教育委員会の附属

機関であるさいたま市いじめのない学校づくり推進委員会を設置し、学校におけるいじめ防

止等のための対策を実効的に行ってまいります。 
 また、スマートフォンやタブレット等の情報端末の安全な使い方や、ＳＮＳをはじめとす

る様々なインターネットサービスへの向き合い方などについて、全ての市立学校の子どもた

ちを対象に、専門家による指導を実施しております。引き続き、子どもたちのネットリテラ

シーの向上に資する指導を行ってまいります。 
  ・いじめ防止等対策推進事業 １１，１５９千円の内数 
 
（１２３）いじめや不登校問題へのきめ細やかな対応に努めること。 

①スクールロイヤーやスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなどの更なる活

用を進めるとともに、より効果的で利用しやすい教育相談事業を展開すること。 

（回答）総合教育相談室  
 児童生徒や保護者の抱える悩みを受け止めることができるよう、令和６年度においても、

心理の専門家であるスクールカウンセラー、福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカ

ー、学校の相談窓口であるさわやか相談員をすべての市立学校へ配置・派遣し、教育相談体

制の充実を図ってまいります。 
  ・教育相談推進事業 ５０９，０４５千円の内数 
 
（回答）指導２課 
 いじめ問題については、さいたま市いじめ防止対策推進条例に基づき、教育委員会の附属

機関であるさいたま市いじめのない学校づくり推進委員会を設置し、学校におけるいじめ防

止等のための対策を実効的に行ってまいります。また、さいたま市スクールロイヤー等専門

家チームは、さいたま市立の小・中・高等・中等教育・特別支援学校において、いじめの未

然防止に向けた特別講義、いじめ問題への学校の適切な対応等における教職員研修、生徒指

導等に関する学校からの相談への対応、学校に対する保護者や地域住民からの要望など、対

応困難な問題の解決のための支援を行ってまいります。 
  ・いじめ防止等対策推進事業 １１，１５９千円の内数 
 
②教員による体罰や暴言等の不適切なかかわりから問題を生じさせることがないよう教員

の対応力向上と、問題が生じた際に、保護者がスクールロイヤーなど第三者機関に相談でき

る体制を構築すること。 

（回答）教職員人事課、指導２課 
 各学校において、管理職チェックリストや「不祥事防止のための校内研修用事例集」を活

用した校内研修を確実に実施し、教職員の資質向上を図っております。また、校長学校管理

研修会や学校訪問にて、生徒指導に係る些細な情報であっても管理職への報告・連絡・相談・

見届けの徹底を図るよう適切に指導してまいります。 
 スクールロイヤー等専門家チームは、学校と保護者の中立の立場で児童生徒の最善の利益

を第一義とし、トラブルの未然防止や学校が行うべき法律上適切な対応について指導助言を

行うものであります。したがって、保護者から個人的な相談を受けるということは利益相反

に該当するため難しい状況であります。御相談内容によっては、必要に応じて、適切な専門

的な相談機関等におつなぎできるように努めております。 
 ・いじめ防止等対策推進事業 １１，１５９千円の内数 

 
③岐阜県美濃市の事例を参考に、小児神経専門医などの医療者と連携して、不登校等の児童・

生徒も登校しやすい学校づくりに取り組むこと。 
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（回答）総合教育相談室  
 不登校に限らず、課題を抱えた児童生徒の対応について専門医相談を行っております。ま

た、「心のサポート推進事業に係る推進委員会」において、心療内科や小児科医から不登校

対策についての意見を伺っております。今後も医療との連携を継続し、相談体制の充実に努

めてまいります。 
  ・教育相談推進事業 ５０９,０４５千円の内数 
 
（１２４）助産師を性教育コーディネーターとして活用し、UNESCO の国際セクシュアリテ

ィ教育ガイダンスに従った「包括的性教育」が行われるようにすること。 

（回答）健康教育課 
 学習指導要領に基づき、体育科（保健領域）・保健体育科（保健分野）・保健体育科（科

目保健）や特別活動、総合的な学習の時間(総合的な探究の時間)、その他関連する教科等、

学校生活全体を通じて「性に関する指導」を実施しております。指導にあたっては、学校の

実情に応じて、学校医等の外部講師を活用したり、保健衛生局との連携による「思春期保健

教室」において助産師を活用したりしております。 
  
（１２５）特別支援学校の過密状態解消に向け、知的障がい児のための市立特別支援学校の

設立を検討すること。また、特別支援学級における教員の専門性の向上を図るとともに、支

援学級の児童生徒が学校生活に不安を感じることのないようきめ細やかな対応を図ること。 

（回答）特別支援教育室 
 知的障害児の特別支援学校等に係る教育環境の充実を図るため、ひまわり特別支援学校に

知的障害教育部門高等部を令和５年４月に設置しました。今後も、埼玉県と連携して、知的

障害のある児童生徒の教育環境について検討してまいります。 
 専門性の向上として、さいたま市教育委員会免許法認定講習（特別支援教育）を開催して、

特別支援学校教諭二種免許状の取得を推進しているところです。 
 また、特別支援学級担当者に対する研修を実施するとともに特別支援教育研究ネットワー

クを構築し、今後も、特別支援教育の専門性向上に努めてまいります。 
  ・特別支援学校管理運営事業（特別支援教育室） ９６，４６１千円の内数 
  ・特別支援教育推進事業 １２４，２８１千円の内数 
 
（１２６）通常級におけるインクルーシブ教育を充実させるため、支援を必要とする児童生

徒の有無に関わらず通常教室におけるユニバーサルデザインの徹底や合理的配慮がなされ

ること。さらに、通級指導教室の拡充と巡回指導によって、他校通級を抑制すること。 

（回答）特別支援教育室 
 管理職や特別支援教育コーディネーターを対象とした研修会において、ユニバーサルデザ

インや合理的配慮の概要と具体的な実践事例等について、今後も周知をしてまいります。 
 さらに、専門性の向上として、さいたま市教育委員会免許法認定講習（特別支援教育）を

開催して、特別支援学校教諭二種免許状の取得を推進しているところです。 
 また、通常の学級に在籍する障害のある児童生徒が、身近な教室で障害に応じた特別の指

導を受けられるよう、発達障害・情緒障害通級指導教室を新設・増設してまいります。 
  ・特別支援教育推進事業 １２４，２８１千円の内数 
 
重点項目 

（１２７）教員の負担軽減を推進し文教都市としての魅力を拡大すること。 

①部活動指導員の拡充をおこなうこと。 

（回答）指導１課、高校教育課 



- 53 - 
 

 令和５年度は、学校職員として単独で技術指導及び引率が可能な部活動指導員を市立中学

校５２校７７人・市立高等学校３校３人配置いたしました。今後も部活動に係る教員の業務

の適正化及び指導員の拡充に努めてまいります。 
・学校教育推進事業（部活動指導員配置事業） ６１，２５０千円 

   ・高等学校管理運営事業（部活動指導員配置の推進） ３，３６５千円 
 
②教職員の負担軽減に向けて、スクールアシスタントやスクールサポートスタッフの拡充を

図ること。 

（回答）教職員人事課 
 全ての市立小・中・特別支援学校にスクールアシスタントを配置し、児童生徒の個性や能

力に応じたきめ細かな学習活動の支援を行ってまいります。また、優秀な人材を確保し、適

正な配置により、学習支援の充実に努めてまいります。 
 また、スクール・サポート・スタッフの配置につきましては、学校に必要とされる人員の

規模や業務内容などの検証を行い、より効果的な活用方法について研究してまいります。 
  ・スクールアシスタント配置事業 ５９０，１０１千円 
  ・小学校管理運営事業（教職員人事課）（学校現場の業務改善） １３，１３４千円 
 
③教員の負担が指摘されている給食費などの徴収・管理業務について、公会計化を推進する

こと。 

（回答）健康教育課 
 各校の栄養教諭や学校栄養職員が地元の食材を活用しながら、独自の献立で給食を提供す

る本市の学校給食の特色を生かした公会計化に向け、引き続き関係部局とも連携し、しっか

りと準備を進めてまいります。 
  ・学校給食管理運営事業（一部） １８３，４９０千円 
 
④産休、育休、病休などの欠員に対応できるよう、臨時任用教員の迅速な確保策を検討する

こと。 

（回答）教職員人事課 
 人材確保につきましては、２４時間登録可能な電子申請システムの運用や、Ｘ（旧ツイッ

ター）による広報を通した人材募集、学校長や教職員からの積極的な情報収集に努めてまい

ります。常勤の職員の確保が困難な場合は、非常勤講師の配置等、学校運営に支障がでない

よう引き続き対応してまいります。 
 ・小学校管理運営事業（教職員人事課）（非常勤講師の配置）（一部） 

１３，０１８千円 
  ・中学校管理運営事業（教職員人事課）（非常勤講師の配置）（一部） 

６，６６１千円 
 
（１２８）子どもの豊かな情緒を育む動物介在教育が適切に行われるよう、獣医師会と連携

し学校飼育動物の管理を行うこと 

①巡回診療の回数を年１回から２回に増やすこと。もしくは各学校に獣医師を担当医として

配置すること。 

（回答）指導１課 
 学校飼育動物の担当医制度の在り方について、獣医師会と定期的に意見交換をしています。

その結果、令和５年度は獣医師会に御協力をいただき、１学期に実施した従来の巡回診療に

加え、秋～冬にもう一度、獣医師による巡回診療を行えるよう検討しています。これは、学

校と獣医師が相談の上、日時を設定し、学校のニーズに応じて獣医師が相談の上、日時を設
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定し、学校のニーズに応じて獣医師が丁寧に診療する機会であり、担当医制度に向けた試行

の役割を担っています。 
 令和５年度の取組について獣医師会の皆様とともに検証し、担当医制度の確立に向けてさ

らに検討を進めていきます。 
  ・学校教育推進事業（一部） ２，５５６千円 
 
②老朽化した飼育舎を改修し、飼育環境を整えること。また、動物が亡くなってしまった学

校に対しては、新たに飼育するための予算を確保すること。 

（回答）指導１課 
 学校飼育動物の担当医制度の在り方について、獣医師会と定期的に意見交換をしています。

その結果、令和５年度、新たな取組として、獣医師会に御協力をいただき、１学期に実施し

た従来の巡回診療に加え、秋～冬にもう一度、獣医師による巡回診療を行うこととしました。

飼育環境の整備、飼育のための予算確保についても、今後意見交換を進めていきます。 
 
重点項目 

（１２９）教育環境ならびに避難所環境を整備するため、市立小中学校体育館へのエアコン

設置を推進すること。 

（回答）学校施設整備課 
 市立小中学校の体育館へのエアコン設置については、まず中学校の体育館へのエアコン設

置を計画的に実施してまいります。 
 なお、小学校の体育館へのエアコン設置については、従来の事業手法だけではなく、民間

事業者のノウハウや資金を活用する整備手法も含めて、効果的、効率的に整備を推進してい

くため、令和４年度から令和５年度にかけて実施しているＰＦＩ等導入可能性調査業務の結

果を踏まえ、令和７年度までに整備方針を決定してまいります。 
  ・中学校施設等整備事業（市立中学校の体育館への空調機整備）  

１，４７４，０５６千円 
 
（１３０）武道場未設置校への武道場の整備を計画的に着実に推進すること。 

（回答）学校施設整備課 
 武道場未設置校への武道場の整備については、「学校施設リフレッシュ基本計画」の実施

に合わせ、計画的に整備を進めるとともに、部活動での制約や安全面での懸念のある学校に

ついては、先行整備を進めてまいります。 
 
（１３１）学校体育館の床のささくれによる重大事故が全国的に相次いでいることから、事

故防止に向け専門家による床上・床下の点検を実施し、体育館の修繕計画を作ること。 

（回答）学校施設管理課 
 学校体育館については、不具合等が生じた際にその都度修繕等の対策を実施してまいりま

す。 
  ・小学校施設等維持管理事業（学校施設管理課） １，０５７，８０７千円の内数 
  ・中学校施設等維持管理事業（学校施設管理課） ４５８，９６３千円の内数 
 
（１３２）毎年増加傾向にある多様な国籍の外国籍児童生徒や、その親に対するサポート体

制を強化すること。 

①外国籍児童生徒などの学習支援として、多言語に対応した日本語指導員の拡充を図ること。 

（回答）指導１課 
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 日本語指導員の採用につきましては、資格や経験を考慮し、優秀な人材の確保に努めてお

ります。今後も、日本語指導員が使用できる言語も含め、優秀な人材を確保するための採用

の在り方について、研究を進めてまいります。 
  ・国際理解教育推進事業（一部） ２３，１３７千円 
 
②中途から転入した児童生徒へのフォローアップを図るとともに、やさしい日本語でのコミ

ュニケーションや書類作成、配布プリントの電子化など、日本語が使えない親へのサポート

体制も構築すること。 

（回答）指導１課 
  市立小・中学校に在籍する日本語指導が必要な児童生徒に対して、安心して充実した学

校生活を送れるよう、保護者との連携も含め、引き続き日本語指導の充実に努めてまいりま

す。各学校の実態に応じて、帰国・外国人児童生徒が転入してきた際の対応方法や対応具体

例を示した文書を各学校に配布し、適切に対応できるようサポートしてまいります。 
  ・国際理解教育推進事業（一部） ２３，１３７千円 
 
（１３３）図書貸出し数日本一の都市にふさわしい図書館として、引き続き利用者の利便性

向上に努めること。 

①電子書籍・点字図書の拡充を図ること。 

（回答）資料サービス課 
 電子書籍については、更なる拡充を図ります。また。点字図書につきましても、ボランテ

ィア団体と連携を図りながら充実を図ってまいります。 
  ・図書館資料整備事業 １６６，６０７千円の内数 
 
②さいたま市の文化振興に向け、市にゆかりのある文学作品や文学者を積極的に PR するこ

と。具体的には、大宮西部図書館編「大宮文学散歩」や教育研究所編「さいたま文学散歩」

などをもとに、さいたま市版 PR 冊子の作製や、教育現場での活用、県立さいたま文学館と

連携したさいたま文学に関するイベント開催等を積極的に検討すること。 

（回答）資料サービス課 
 市立図書館では、本市にゆかりのある文学作品や文学者の関連資料の収集、展示、図書館

ホームページ等での紹介を行っています。特に、大宮図書館の文学資料コーナーでは、市に

ゆかりの文学者の資料を多く収蔵しており、積極的にＰＲを行ってまいります。また、図書

館ホームページ上では、さいたま文学散歩のページとして市にゆかりのある文学作品や文学

者を紹介しております。さいたま市版ＰＲ冊子については、内容を吟味するなど対応を図っ

てまいります。また、中央図書館では、さいたま文学館の学芸員をお招きし、講座を開催す

る計画を進めております。 
  ・図書館資料整備事業 １６６，６０７千円の内数 
 
③市立学校の児童生徒にさいたま市電子図書館の利用者 ID を発行し、調べ学習などに活用

すること。 

（回答）資料サービス課 
 市立図書館の利用者カードのＩＤでさいたま市電子書籍サービスの電子書籍を閲覧でき

るため、市立図書館に来館した児童生徒に図書館職員が利用者カードの活用について紹介す

るなどして、電子書籍サービスのＰＲを強化してまいります。 
 
④市立図書館に据置型拡大読書器やメガネ装着型音声読書器を図書館に常備し、視覚障がい

者の読書環境を改善すること。 
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（回答）資料サービス課 
 据置型拡大読書器については、市立図書館６館で設置されており、適正に利用してまいり

ます。メガネ装着型音声読書器については、福祉の関係所管課と連携し、情報収集しながら

研究してまいります。 
 
（１３４）市立図書館や公民館、学校などの公共施設を活用して、学習スペースを確保する

こと。 

（回答）学校施設管理課 
 学校については、普通教室の不足等が生じた際にその都度教室改修修繕等を実施してまい

ります。 
  ・小学校施設等維持管理事業（学校施設管理課）（一部） １８８，４３０千円 
  ・中学校施設等維持管理事業（学校施設管理課）（一部） １４，５４０千円 
 
（回答）生涯学習総合センター 
 公民館については、施設の状況等を勘案しながら学習スペースを引き続き提供してまいり

ます。 
 
（回答）資料サービス課 
 図書館については、限られたスペースの中で、工夫をしながら学習のための席を引き続き

提供してまいります。 
 
（１３５）児童に BLE タグを有料または無料で配布し、スマホのすれ違い通信を活用した見

守り事業を実施すること。 

（回答）健康教育課 
 不審者の情報等を配信する際に、一斉送信機能を兼ね備えた「学校安心メール」を無料で

運用しているところでございます。さらに、登下校の見守りにつきましては、防犯ボランテ

ィアや子ども安全協定等、地域の多くの目で子どもたちを見守る、学校安全ネットワーク体

制で取り組んでいるところでございます。 
 また、「学校安全ネットワーク」を強化するため、事業者との「子ども安全協定」の締結

を更に拡充してまいります。 
  ・健康教育指導事業（一部） １４９，３１２千円 


